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はじめに 

 

※このページに村長、教育長のことばが入ります。 
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第 1 章 計画の概要 
 

 

 

1 計画策定の背景及び趣旨 

 

本計画は、第 3 期子ども子育て支援事業計画を含み、継続的・計画的に、原村内の子どもと子育

て家庭及び将来において親となりうる世代への支援を充実させることを目指しています。 

 

 日本は少子化という深刻な課題に直面しています。2022 年に生まれた子どもの数は約 77 万人

と、統計が開始された 1899 年以来、最低記録を更新しました。1949 年の約 270 万人と比較す

ると、現在はその 3 分の 1 以下にまで減少しています。また、2022 年の合計特殊出生率は 1.26

と過去最低を記録し、出生数の減少速度も加速しています。2016 年に出生数が 100 万人を下回

り、2019 年には 90 万人、2022 年には 80 万人を割り込みました。この傾向が続けば、2060

年ごろには 50 万人を下回ると予測されています。当村においても、2024 年 42 人の出生数とな

っております。 

 

 さらに、少子化に伴い、児童虐待相談の増加、いじめの認知件数、不登校児童数、子どもの自殺者

数など、子どもを取り巻く課題が顕在化しています。また、子どもの貧困や、家族の介護・日常生活

の世話を過度に担う「ヤングケアラー」、ひきこもりといった諸問題も深刻化しており、これらの課

題に対応する必要性が高まっています。 

 

こうした背景を受け、政府は令和 5 年 4 月に「こども家庭庁」を発足させ、「こども基本法」 （※

１）を施行しました。同年 12 月には「こども大綱」が閣議決定され、国全体で子ども施策を総合的

に推進する枠組みが整備されました。「こども大綱」では、日本国憲法、「こども基本法」及び「こど

もの権利条約」（※2）の精神に基づき、すべての子ども・若者が健やかに成長し、その権利が守ら

れ、身体的・精神的・社会的に幸せな状態（ウェルビーイング）で生活できる社会、すなわち「こど

もまんなか社会」の実現を目指しています。 

 

このような国の動向を踏まえ、原村では若い世代が希望通りに結婚し、希望する誰もが子どもを

持ち、安心して子育てができる村を目指すとともに、すべての子どもたちがどのような環境や家庭

状況にあっても分け隔てなく大切にされ、育まれ、笑顔で暮らせる社会の実現を目指しています。 

 

「第２期 原村子ども・子育て支援事業計画」（計画期間：令和２年４月～令和７年３月）の改定に

合わせ、新たに「第 1 期原村子ども・子育て計画」（計画期間：令和７年４月～令和 12 年３月）を

策定します。本村においては、少子化や子どもを取り巻く課題に対応するため、地域の特性を生か

しながら、村独自の視点で総合的な施策を展開していくことが必要です。この計画は、子どもや子

育て家庭への支援を強化し、地域全体で子どもを見守り育む社会の実現を目指すものです。 
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【用語解説】 

（※1）こども基本法は、「次代の社会を担うすべてのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築

き、自立した個人として等しく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている

環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社

会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進する」ことを目的としています。 

 

（※2）子どもの権利条約は、子どもは「弱くておとなから守られる存在」という考え方から、それ

だけではなくて、子どもも「ひとりの人間として人権（権利）をもっている」、つまり、「権利の主

体」だという考え方に大きく転換させた条約です。子どもの権利とは、子どもの人権と同じ意味で

す。子どもは生まれながらに人権（権利）をもっていて、それは、義務と引き換えに与えられるもの

ではなく、また、何かをしないと取り上げられるものでもありません。子どもを権利の主体ととら

え、おとなと同様にひとりの人間としてもつ様々な権利を認めると同時に、成長の過程にあって保

護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めているというのが、子どもの権利条約の特徴です。

また、子どもの権利条約の基本的な考え方は、次の４つで表されます。それぞれ、条文に書かれてい

る権利であるとともに、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考えることが大切な、

「原則」であるとされています。 

資料：公益財団法人 日本ユニセフ協会 
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2 計画の策定方法 

  
本計画の策定にあたっては、教育委員会事務局を中心に、保健福祉課をはじめとする関係各課と

密接に連携を図りながら進めました。また、0 歳以上の子どもの保護者を対象としたアンケート調

査や、小学生以上の子どもを対象としたワークショップを開催し、子どもや若者、子育て当事者の

声を幅広く反映しました。さらに、子どもの保護者、認定こども園、幼稚園、保育所、学童クラブな

ど、子育て支援事業に携わる関係者で構成される「原村子ども・子育て会議」や、各種審議会での十

分な議論を経て策定しました。 

 

 

 

3 計画の位置づけ 

 

本計画は、こども基本法第 10 条第 2 項の規定に基づき策定する 「市町村こども計画」 （※3）及

び「長野県こども計画」を勘案して、本村でのこども施策について定めるものであり、子どもに関す

る次に掲げる法定計画を包含する総合的な計画とします。  

1.「次世代育成支援行動計画」次世代育成支援対策推進法（※4）に基づく計画 

2.「子ども・子育て支援事業計画」子ども・子育て支援法に基づく計画 

 

また、本計画の策定にあたっては、本村の上位計画である「第 6 次原村総合計画」をはじめ、 「第

4 期原村地域福祉計画」 「原村健康増進計画（第 3 次）健康はらむら 21」などの関連計画とも整合

性を図りました。子ども・子育てを取り巻く施策は、保健、医療、福祉、教育、労働、住宅 ・環境整

備などあらゆる分野と関連しており、これらとの総合的・一体的な推進を図っていきます。 

 

【用語解説】 

（※3）市町村こども計画は、これまでの少子化社会対策基本法に基づく「少子化社会対策大綱」、 

子ども・若者育成支援推進法に基づく「子供・若者育成支援推進大綱」及び子どもの貧困対策の推進

に関する法律に基づく「子供の貧困対策に関する大綱」を一元化し、さらに必要な施策が盛り込ま

れた「こども大綱」を勘案して定める計画です。 

 

（※4）次世代育成支援対策推進法は、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環

境等の整備のために施行され、平成 27 年４月１日付けの法改正により、法律の有効期限が令和７

年３月 31 日まで 10 年間延長されました。本計画における「次世代育成支援行動計画」は、次代

の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とした独

自の計画として位置付けるものとします。 

 

 

 

工程
令和6年

4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和７年
1月

2月 3月

子ども・子育て支援に
関するニーズ調査

子どもの意見収集

概要版作成

計画素案作成

パブリックコメント

子ども・子育て会議
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4 計画の対象 

 

こども基本法では、「こども」は 18 歳や 20 歳といった年齢で必要なサポートが途切れることの

ないよう、「心身の発達の過程にある者」と定義されています。また、こども大綱では、子どもの成

長過程を乳幼児期（義務教育年齢に達するまで）、学童期（小学生）、思春期（中学生からおおむね

18 歳まで）、青年期（おおむね 18 歳以降からおおむね 30 歳未満）に区分し、それぞれのライフ

ステージにおいて重要な事項を示しています。 

本計画では、こどもが若者となり、おとなとして円滑な社会生活を送ることができるようになる

まで、切れ目のない支援を提供することを目的としています。そのため、おおむね 18 歳未満のこ

どもや若者、その家族をはじめ、教育・保育施設、学校、事業者、行政、地域社会といった子どもを

支えるすべての環境や関係者を計画の対象とします。 

 

 

5 計画の期間 

  

本計画は、令和 7 年度（2025 年）から令和 11 年度（2029 年）までの 5 年間を計画期間と

して策定しています。また、社会情勢の変化に柔軟に対応し、本計画における施策を効果的に実現

するため、進捗状況を定期的に把握・評価します。さらに、必要に応じて計画を見直し、適切に運用

します。 

長野県子ども・若者支援総合計画 

基本目標 

「夢や希望がかなう、 

笑顔あふれるミライの実現」 

基本方針 

①結婚、妊娠・出産、子育ての 

希望が実現できる社会づくり 

②誰でも夢や希望に向けて 

チャレンジできる社会づくり 

③健やかに成長、自立できる 

 社会づくり 

原村男女共同参画基本計画 

第 6 次原村総合計画 （原村） 

原
村
子
ど
も
・
子
育
て
計
画 

原村障がい者計画・第 7 期障がい福祉計画・第 3 期障がい児福祉計画 

原村健康増進計画（第 3 次）健康はらむら 21 

第 4 期原村地域福祉計画 

第 9 期原村高齢者福祉計画 

 

こども大綱 こども施策に関する基本的な方針 （国） 

 長野県 
①こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、

権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る                         

②こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、 

対話しながら、ともに進めていく 

③こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、

十分に支援する 

④良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が

幸せな状態で成長できるようにする 

⑤若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を 

大前提として若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と 

実現を阻む隘路（あいろ）の打破に取り組む 

⑥施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、 

民間団体等との連携を重視する 
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第 2 章 第二期計画の振り返り 
 

 

 

1 基本目標の評価と各種施策の実績 

 

第 2 期計画では、子ども・子育て支援センターの開設や、保育から幼児教育への環境整備をはじ

めとした保育サービスの拡充など、具体的な施策が進展し、子育て家庭への支援体制が整えられて

きたと考えられます。特に、相談員の増員や一時保育の充実といった施策は、計画の具体的な成果

として評価されています。 

 
(前：基本目標１)子どもの健やかな成長を支えます 

(前：基本目標２)「賢く・優しく・たくましい」原っ子の育ちを応援します 

(前：基本目標３)多様なニーズに応じた子育て支援を進めます 

(前：基本目標４)みんなが子育てにかかわる村をめざします 

(前：基本目標５)子育て家庭が安心して暮らせる村をめざします 

 

【基本目標 1：子どもの健やかな成長を支えます】 

本目標の達成に向けた取り組みについては計画通りに進んでいます。母子健康手帳の交付、妊婦

一般健康診査、乳幼児健診の受診率が高水準を維持しており、継続的な支援が妊娠期からの子ども

の成長に寄与しています。また、産後ケア事業の利用が増加しており、出産後の母体・子どもの健

康保持が着実に図られています。第 3 期においても施策を強化し、妊娠から出産、育児まで切れ目

のない支援を提供していくことが必要です。 

 

（１）妊娠出産における安心の確保と支援 

 主に妊娠届出時から産後までの継続した相談対応や母親学級等の案内を行うことで、妊婦や養育

者の不安や負担の軽減を図りました。 

 

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

母子健康手帳の交付 交付件数 40件 交付件数 38件 交付件数 39件 交付件数 29件

妊婦一般健康診査
交付件数 900件
（対象者 39人）

交付件数 879件
（対象者 41人）

交付件数 712件
（対象者 50人）

交付件数 745件
（対象者 33人）

母親学級

参加者数
前期コース 13組
後期コース 10組

年5回開催

参加者数
前期コース 7組
後期コース 2組

参加者数
前期コース 13組
後期コース 7組

参加者数
前期コース 8組
後期コース 8組

妊産婦訪問
産婦 50人

（あかちゃん訪問時）
妊婦 1人・産婦 43人
（あかちゃん訪問時）

妊婦 0人・産婦 36人
（あかちゃん訪問時）

妊婦 0人・産婦 38人
（あかちゃん訪問時）

不妊治療への支援 助成者数 2人 助成者数 1人 助成者数 0人 助成者数 1人

不育症治療費助成 助成件数 0件 助成件数 0件 助成件数 0件 助成件数 0件

産後ケア事業

【宿泊型】
利用者 1人

利用日数 4日
【相談型】
利用者31人

延べ利用件数 55件

【宿泊型】
利用者 2人

利用日数 6日
【相談型】

利用者 25人
延べ利用件数 60件

【宿泊型】
利用者 4人

利用日数 9日
【通所型】
利用者 1人

利用日数 2日
【相談型】

利用者 35人
延べ利用件数 55件

【宿泊型】
利用者 4人

利用日数 10日
【通所型】
利用者 3人

利用日数 5日
【相談型】

利用者 31人
延べ利用件数 52件

産婦健康診査事業 延べ利用件数 76件 延べ利用件数 76件 延べ利用件数 76件 延べ利用件数 63件
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（２）子どもの成長と発達への支援 

 乳幼児健診の受診率は高く、特に乳児検診は、ほぼ 100％となっています。母乳学級や育児相

談など様々な支援を関係機関と共に共有し親の育児の不安を少しでも解消できるよう対応しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

あかちゃん（新生
児）訪問

延べ訪問件数 50件 延べ訪問件数 43件 延べ訪問件数 36件 延べ訪問件数 38件

1歳児訪問 訪問件数 44件 訪問件数 49件 訪問件数 45件 訪問件数 40件

2歳児訪問 訪問件数 48件 訪問件数 39件 訪問件数 48件 訪問件数 47件

乳児健診

受診率
4か月 100% （42/42）

7か月 97.7%
（43/44）

10か月 95.6%
（43/45）

受診率
4か月 100%（56/56）
7か月 96.2%（51/53）

10か月 100%
（51/51）

受診率
4か月 100%（51/51）
7か月 100%（47/47）

10か月 100%
（49/49）

受診率
4か月 100%（42/42）
7か月 100%（37/37）

10か月 100%
（35/35）

乳児一般健康診査 交付件数 35件 交付件数 29件 交付件数 28件 交付件数 27件

乳児股関節脱臼検診 受診率 100% 受診率 84% 受診率 86.4% 受診率 95%

幼児健診

受診率
1歳6か月 100%

（50/50）
3歳児 100%（65/65）

受診率
1歳6か月 97.8%

（44/45）
3歳児 91.2%（52/57）

受診率
1歳6か月 96.4%

（54/56）
3歳児 94%（47/50）

受診率
1歳6か月 100%

（46/46）
3歳児 92.6%（50/54）

歯科検診
受診率

2歳児 96%
2歳6か月 76%

受診率
2歳児 88.4%

2歳6か月 94.1%

コロナ感染拡大状況に
より一部中止

受診率
2歳児 85%

2歳6か月 79%

母乳学級
開催回数 年 12回

延べ参加者数 31人
開催回数 年 12回

延べ参加者数 29人
開催回数 年 12回

延べ参加者数 36人
開催回数 年 12回

延べ参加者数 31人

育児相談
開催回数 年 12回

延べ参加者数 208人
開催回数 年 12回

延べ参加者数 138人
開催回数 年 12回

延べ参加者数 83人
開催回数 年 12回

延べ参加者数 101人

2か月児相談
開催回数 年 12回

延べ参加者数 45人
開催回数 年 12回

延べ参加者数 44人
開催回数 年 12回

延べ参加者数 39人
開催回数 年 12回

延べ参加者数 36人

離乳食教室 延べ参加者数 38人 延べ参加者数 22人 延べ参加者数 25人 延べ参加者数 52人

むし歯予防教室 延べ参加者数 11人 延べ参加者数 15人 延べ参加者数 17人 延べ参加者数 21人

3歳児のびのび教室 延べ参加者数 88組 延べ参加者数 39組 延べ参加者数 28組 延べ参加者数 107組

予防接種

B型肝炎
ヒブ

小児肺炎球菌
四種混合
二種混合

BCG
麻しん風しん

水痘
日本脳炎

子宮頸がん

B型肝炎
ヒブ

小児肺炎球菌
四種混合
二種混合

BCG
麻しん風しん

水痘
日本脳炎

子宮頸がん

被接種者数（延）
B型肝炎 124

ヒブ 160
ロタ 79

小児肺炎球菌 158
四種混合 163
二種混合 65

BCG 42
麻しん風しん 97

水痘 83
日本脳炎 395
子宮頸がん 98

被接種者数（延）
B型肝炎 99
ヒブ 131
ロタ 68

小児肺炎球菌 131
四種混合156
二種混合 66

BCG 35
麻しん風しん 92

水痘 79
日本脳炎 257

子宮頸がん 113

児童のことばの相談
開催回数 年 50回

延べ 165人
開催回数 年 37回

延べ 102人
開催回数 年 58回

延べ135
開催回数 年 49回

延べ 154人
子育てハンドブック

の作成・配布
8月に改訂版を

作成・配布
R3.3月に改訂版を

作成・配布
R5.3月に改訂版を

作成・配布
R6.3月に改訂版を

作成・配布

原村誕生会 開催回数 年 2回
開催回数
前期 1回

後期 1回は中止
開催回数 年 2回 開催回数 年 2回
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（３）小児医療体制の推進 

 かかりつけ医の利用促進を図り、乳幼児の病気の診療だけでなく、予防接種や乳幼児健診を通じ

て、子どもの健康と成長を見守りながら、子育てをサポートしました。また、保護者が必要とする

医療に関する情報の提供にも努めています。満 18 歳までの医療費特別給付金の支給額は、年々増

加傾向にあります。 

 

 

（４）「食」を通じた健康づくりの推進 

 保育所や学校などで「園だより」「給食だより」等を配布し、「食育」について周知しました。ま

た地元食材を活用した給食の提供を行いました。 

 

 

（５）思春期における健やかな心身の育成 

 学校、地域、家庭と連携し、いじめ防止対策を推進しています。不登校児童の支援については、

中学校および子ども・子育て支援センターの 2 か所で教育支援センターを設置し、支援を行ってい

ます。また、児童生徒やその家庭を対象とした教育相談も随時受け付けています。 

 

 

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

かかりつけ医の推進 新生児訪問時に実施
あかちゃん

（新生児）訪問時に実施
あかちゃん

（新生児）訪問時に実施
あかちゃん

（新生児）訪問時に実施

医療に関する情報提供

役場宿日直
ホームページ
広報「はら」

原消防署

役場宿日直
ホームページ
広報「はら」

原消防署

役場宿日直
ホームページ
広報「はら」

原消防署

役場宿日直
ホームページ
広報「はら」

原消防署

子ども医療費特別給付金

対象年齢　満 18歳
の学年末まで
所得制限 なし
20,727千円

（県・村含む）

対象年齢　満 18歳
の学年末まで
所得制限 なし
24,071千円

（県・村含む）

対象年齢　満 18歳
の学年末まで
所得制限 なし
26,379千円

（県・村含む）

対象年齢　満 18歳
の学年末まで
所得制限 なし
32,896千円

（県・村含む）

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

乳幼児健診・育児相談
を通じた情報提供、

栄養指導

園だより・給食だより
各年 12回
給食試食会

感染症防止のため中止

園だより・給食だより
各年 12回
給食試食会

感染症防止のため中止

園だより・給食だより
各年 12回

給食試食会 0回
参加保育に参加した
保護者に給食提供

園だより・給食だより
各年 12回

参加保育に参加した
保護者に給食提供

給食だより
各年 12回

給食だより
各年 12回

給食だより
小学校 年12回
中学校 年14回

給食だより
小学校 年12回
中学校 年12回

特色のある自校
（園）給食

　　保育所や小・中学校
において地元食材を

活用した給食、
アレルゲン
対策を実施

　　保育所や小・中学校
において地元食材を

活用した給食、
アレルゲン
対策を実施

　　保育所や小・中学校
において地元食材を

活用した給食、
アレルゲン
対策を実施

　　保育所や小・中学校
において地元食材を

活用した給食、
アレルゲン
対策を実施

保育所、学校における
情報提供

基本目標1の（2）参照

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

児童生徒・家庭・教育
相談

電話 260件
面談 166件
訪問 12件

検診等 368件
メール 14件
その他 516件

合計件 1,336件

電話 393件
面談 194件
訪問 24件

検診等 345件
メール 41件
その他 422件

合計件 1,419件

電話 374件
面談 324件
訪問 116件
検診等 81件
メール 39件
その他 188件

合計件 1,122件

電話 228件
面談 286件
訪問 38件

検診等 96件
メール 21件
その他 475件

合計件 1,144件

教育相談
教育委員会や

小中学校で随時
相談受付

教育委員会や
小中学校で随時

相談受付

教育委員会や
小中学校で随時

相談受付

教育委員会や
小中学校で随時

相談受付

不登校児童生徒支援事業
　　中学校・教育委員会

子ども課の2か所で
中間教室実施

　　中学校・教育委員会
子ども課の2か所で

中間教室実施

　　中学校・教育委員会
子ども課の2か所で

中間教室実施

　　中学校・教育委員会
子ども課の2か所で

中間教室実施

心や体の相談窓口
保健センターに設置し、

実施
保健センターに設置し、

実施
保健センターに設置し、

実施
保健センターに設置し、

実施
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【基本目標 2：「賢く・優しく・たくましい」原っ子の育ちを応援します】 

総合的な学習における主体性の育成や、ジュニア教室などを通じて地域の文化や自然に触れる体

験型の学びの場を提供し、地域に根ざした教育が進められています。また、思春期体験学習事業を

通じて、次世代の親づくりを推進しています。今後は、これらの取り組みをさらに発展させ、地域

と学校の連携を一層強化し、次世代育成のさらなる充実を図っていきます。 

 

（１）「生きる力」を育む教育の推進 

 子どもたちが主体性や社会性を身につけられるよう、それぞれテーマを設けた教育を実施しまし

た。また、地区子ども会の開催や、自然、芸術、文化に触れる体験型事業を企画するとともに、福

祉教育にも重点的に取り組みました。 

 

 

（２）次世代親づくりの推進 

 思春期の子どもや保護者に対して、性教育や「命の大切さ」を伝え、次世代親づくりの育成を充

実しました。 

 

 

（３）郷土を愛する心の育成 

 学年やクラスに分かれ、郷土愛を育む学習を実施しました。ジュニア教室や地区子ども会など生

まれ育った地域を大人になっても感じられる取り組みを実施しました。 

 

 

 

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

総合的な学習の
時間の充実

学年やクラスごとに
テーマを設けて実施

学年やクラスごとに
テーマを設けて実施

学年やクラスごとに
テーマを設けて実施

学年やクラスごとに
テーマを設けて実施

体験的な学習の充実
ジュニア教室

開催回数 年 20回
ジュニア教室

開催回数 年 9回
ジュニア教室

開催回数 年 11回
ジュニア教室

開催回数 年 12回

地域での子育て推進
地区子ども会 13団体

開催回数 年 32回
地区子ども会 13団体

開催回数 年 19回
地区子ども会 11団体

開催回数 年 20回
地区子ども会 11団体

開催回数 年 20回

人権教育の充実

授業の時間のみならず、
日常生活の中で
機会を通じて

人権教育を推進

授業の時間のみならず、
日常生活の中で
機会を通じて

人権教育を推進

授業の時間のみならず、
日常生活の中で
機会を通じて

人権教育を推進

授業の時間のみならず、
日常生活の中で
機会を通じて

人権教育を推進

福祉教育支援
中学校 ３回
小学校 1回

中学校 ３回
中学校1回計画したが、

感染症の流行を
鑑み中止

小学４年生 2回
小学5年生 5回
中学１年生 2回

中学校福祉委員会への
ボランティア祭り

参加協力依頼

ボランティア体験
（サマーチャレンジ）

R2はコロナ禍で中止
受入先

3施設、13団体
参加者 22人

受入先
10施設、14団体

参加者 13人（感染症の
影響で受入れ中止有）

受入先
7施設、10団体

参加者 37人
（小学生 ６人
中学生 21人

高校生以上 8人）

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

思春期体験学習事業
新型コロナ感染症拡大防

止のため実施なし
新型コロナ感染症拡大防

止のため実施なし
2月に家庭科の授業

で実施
1月に家庭科の授業

で実施

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

郷土愛を育む学習
（原村学）の推進

学年やクラスごとに
テーマを設けて実施

学年やクラスごとに
テーマを設けて実施

学年やクラスごとに
テーマを設けて実施

学年やクラスごとに
テーマを設けて実施

体験的な学習の充実

地域での子育て推進

地区連携による集い場 4地区にて実施
2地区計画したが、

コロナで中止

「おいでなして原宿」
「柳沢区 夏のラジオ体

操」
「やつかねあんぜん

ウォーク」

「おいでなして原宿」
「柳沢区 夏のラジオ体

操」
「やつかねあんぜん

ウォーク」

基本目標2の（1）参照

基本目標2の（1）参照
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（４）非行や児童虐待防止に向けた取り組みの推進 

 児童虐待を未然に防ぐため相談や訪問を通じて、早期発見と対応の在り方について対策を協議し

ました。また地域での「社会を明るくする運動」を通して、非行防止に向けた対策について周知に

努めました。 

 

 

 

【基本目標 3：多様なニーズに応じた子育て支援を進めます】 

令和 5 年 4 月に「子ども・子育て支援センター」を開所、地域の子育て支援の拠点としての機

能を果たしています。センター内では、子育てサロンを定期的に開催、子育てに関するイベントも

実施し、保護者と子どもたちの交流と学びの場を提供しています。また、放課後の居場所としても

活用しており、子どもたちが安心して過ごせる環境づくりを進めています。 

相談体制の強化として、相談員を 2 名から 3 名に増員し、より多くの相談に対応できるよう体

制を拡充しました。この取り組みにより、保護者や子どもたちに対する支援をさらに強化させてい

ます。さらに、令和 7 年度中には、保健福祉課と子ども課が連携し、母子保健と児童福祉部門を一

体的に支援する「こども家庭センター」を設置し、包括的なサポートを提供する計画を進めていま

す。 

保育サービスの提供体制においては、新たに八ヶ岳風の子保育園が開園し、3 歳児未満の未満児

保育が拡充されました。また、一時保育の需要の高まりに応じて、同園にも委託し、2 園体制で一

時保育を実施しています。これにより、一時保育をより多くの家庭が利用できる環境を整備されま

した。 

 

（１）子育て支援サービスの充実 

 保護者が安心して子育てができるよう、子どもの年齢に応じた支援サービスを提供しています。

特に、令和 5 年 4 月に開所した「こども・子育て支援センター」を拠点として子育てサロン事業

を開催し、多くの保護者と子どもたちが利用できる環境を整備されました。 

 

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

原村要保護児童対策
地域協議会

個別ケース会議
随時開催 25回

実務者会議
定例会 年 3回

協議会
定例会  年 1回

個別ケース会議
随時開催14回

実務者会議
定例会 年 4回

協議会
定例会  年 1回

個別ケース会議
随時開催 31回

実務者会議
定例会 年 4回

協議会
定例会  年 1回

個別ケース会議
随時開催 13回

実務者会議
定例会 年 4回

協議会
定例会  年 1回

地域での非行防止 社会を明るくする運動 社会を明るくする運動 社会を明るくする運動 社会を明るくする運動

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

子ども・子育て支援
センター

子ども・子育て支援
センター建設基本計画

策定

子ども・子育て支援
センター実施設計

子ども・子育て支援
センター施設整備

子ども・子育て支援
センター開所

施設利活用について検討

子育てサロン事業

毎週火・木・金曜日
の図書館開館日に開催

開催日数 103日
利用者数 1,392人

毎週火・木・金曜日
の図書館開館日に開催

開催日数 81日
利用者数 1,495人

毎週火・木・金曜日
の図書館開館日に開催

開催日数 121日
利用者数 1,706人

日曜・祝日を除く
毎週月～土曜日に開催

開催日数 266日
利用者数 5,380人

児童生徒・家庭・
教育相談

公立保育所１ヶ所
交流サロン等

感染症防止のため中止

公立保育所１ヶ所
交流サロン等

1回開催

公立保育所１ヶ所
交流サロン等

1回開催

公立保育所１ヶ所
交流サロン等

3回開催

私立幼稚園1ヶ所
つぼみの会等

私立幼稚園1ヶ所
つぼみの会等

私立幼稚園1ヶ所
つぼみの会等

私立幼稚園1ヶ所
つぼみの会等

幼児教育の充実

年齢満3～5歳の
就学前の幼児期の

教育機関
満3歳の年度当初
からの入園を実施

年齢満3～5歳の
就学前の幼児期の

教育機関
満3歳の年度当初
からの入園を実施

年齢満3～5歳の
就学前の幼児期の

教育機関
満3歳の年度当初
からの入園を実施

年齢満3～5歳の
就学前の幼児期の

教育機関
満3歳の年度当初
からの入園を実施

基本目標1の（5）参照

保育所・幼稚園での
地域子育て支援事業
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（２）子育て支援ネットワークづくりの推進 

 「子ども・子育て支援センター」を開所したことで、情報提供の場が整備されました。今後、集

落支援員を登用し、地域に根差したネットワーク構築のための施設の利活用について検討を進めて

いきます 。 

 

 

（３）保育サービス・放課後児童対策の充実 

 保護者が安心して子育てができるよう、一時保育事業、病児保育事業、障害児保育事業など、多

様なニーズに応えられるよう事業の拡充を図りました。 

 

 

 

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

子育て支援ネットワーク
子ども・子育て
支援センター

併用開始に向け検討

子ども・子育て
支援センター

併用開始に向け検討

子ども・子育て
支援センター

併用開始に向け検討

子ども・子育て
支援センター開所。

施設利活用
について検討。

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

通常保育事業

公立保育施設１園
定員 240人
月～土曜日

8:00～19:00

公立保育施設１園
定員 240人
月～土曜日

8:00～19:00

公立保育施設１園
定員 240人

私立認可外施設１園
定員 19人
月～土曜日

8:00～19:00

公立保育施設１園
定員 240人

私立保育施設１園
定員 20人
月～土曜日

8:00～19:00

公立保育施設１園
16時から19時実施
(短時間保育認定者)
延利用者 257人

公立保育施設１園
16時から19時実施
(短時間保育認定者)
延利用者 253人

公立保育施設１園
16時から19時実施
(短時間保育認定者)
延利用者 180人

公立保育施設１園
16時から19時実施
(短時間保育認定者)
延利用者 168人

公立保育施設１園
7時30分から8時実施

延利用者 301人

公立保育施設１園
7時30分から8時実施

延利用者 330人

公立保育施設１園
7時30分から8時実施

延利用者 368人

公立保育施設１園
7時30分から8時実施

延利用者 413人

一時保育事業
公立保育施設１園
延利用者 698人

公立保育施設１園
延利用者 622人

公立保育施設１園
延利用者 591人

公立保育施設１園
私立保育施設１園
延利用者 1,131人

障がい児保育事業
公立保育施設１園

利用者 26名
公立保育施設１園

利用者 19名

公立保育施設１園
巡回相談利用者 21名
年長、年中　各年 3回

小集団保育
年長、年中児を対象
「できる」を増やし
自信をつけていく

（医療センター坂本先生
の指導１回）

公立保育施設１園
巡回相談利用者 12名
年長、年中　各年 3回

小集団保育
年長、年中児を対象
「できる」を増やし
自信をつけていく

（医療センター坂本先生
の指導1回）

病児保育事業

公立保育施設１園
（病児保育・病後児保

育）
登録児童数 25人
与薬 延 142人

受診 0人
(体調不良児対応型）

応急処数等
延 2,029人

公立保育施設１園
（病児保育・病後児保

育）
登録児童数 8人
延利用者 59人
予約登録 25人
与薬 延 210人

(体調不良児対応型）
応急処数等
延 1,062人

公立保育施設１園
（病児保育・病後児保

育）
登録児童数 17人
延利用者 36人
予約登録 27人
与薬 延 140人

(体調不良児対応型）
応急処数等
延 785人

公立保育施設１園
（病児保育・病後児保

育）
登録児童数 18人
延利用者 20人
予約登録 29人
与薬 延 71人

(体調不良児対応型）
応急処数等
延 1,379人

保育サービスに関する
質の向上

公立保育施設１園
わんわんポスト

職員室対応

公立保育施設１園
わんわんポスト

職員室対応

公立保育施設１園
わんわんポスト

職員室対応

公立保育施設１園
わんわんポスト

職員室対応

学校登校日
公営1ヶ所 開所日180日
定員 70人　登録者61人
利用児童数（延人数）

8,552人

学校登校日
公営1ヶ所 開所日197日
定員 70人　登録者60人
利用児童数（延人数）

9,506人

学校登校日
公営1ヶ所 開所日202日
定員 70人　登録者58人
利用児童数（延人数）

8,555人

学校登校日
公営1ヶ所 開所日199日
定員 70人　登録者66人
利用児童数（延人数）

9,988人
学校休業日

公営1ヶ所　開所日27日
定員 70人 登録者104人
利用児童数（延人数）

1,156人

学校休業日
公営1ヶ所　開所日35日
定員 70人 登録者104人
利用児童数（延人数）

1,440人

学校休業日
公営1ヶ所　開所日36日
定員 70人 登録者93人
利用児童数（延人数）

1,510人

学校休業日
公営1ヶ所　開所日35日
定員 70人 登録者104人
利用児童数（延人数）

1,793人

子育て支援短期入所事業 利用者なし 利用者なし 利用者なし 利用者なし

時間外保育事業

学童クラブ事業
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【基本目標 4：みんなが子育てにかかわる村をめざします】 

子育てを支える取り組みを進め、住民と協働による子育て支援体制を強化してきましたが、いく

つかの課題が残されています。 

ファミリーサポートセンター事業では、社会福祉協議会が運営する「ねこの手サービス」が、会

員の高齢化や担い手不足の影響を受け、子どもに関する支援が非常に限定的となっています。その

ため、子育て家庭の多様なニーズに対応するためには、地域の協力を得た新しいファミリーサポー

トの支援モデルを導入することが求められています。 

男性が子育てをする姿は、年々増加していますが、アンケート調査の結果ではまだまだ参加は不

十分な状況です。共働き家庭が増える中で、男女ともに子育てを両立できる働き方が重要であるこ

とから、ワークライフバランスの取り組みを推進する必要があります。 

また、子育てボランティアについては、社会福祉協議会と連携し、令和 5 年度から子どもの学習

支援に取り組んでおり、学校での学習が難しいお子さんへの支援を進めています。 

今後は、地域全体で子育てを支える環境整備をさらに推進し、住民が積極的に子育てに関わること

のできる体制を構築するため、具体的な施策を展開していきます。 

 

（１）親の子育て力の向上 

 子育てに関する十分な情報を提供するとともに、さまざまな学習機会を通じて保護者の子育て力

向上を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

あひるクラブ
開催回数　年 7回

利用者（大人のみ）
133人

あひるクラブ
開催回数　年 9回
利用者　201人

あひるクラブ
開催回数　年 12回

利用者　198人

あひるクラブ
開催回数　年 11回

利用者　526人

子育て塾
感染防止のため中止

子育て塾
感染防止のため中止

子育て塾
開催回数　年 1回

利用者　5人

子育て塾の名称を
「パパとママのリフ

レッシュ教室」へ変更
開催回数　年 3回

利用者　19人
わくわくの日

開催回数　年 6回
利用者　22人

わくわくの日
開催回数　年 6回

利用者　22人

わくわくの日
開催回数　年 6回
利用者　15/16人

わくわくの日
開催回数　年 6回

利用者　19人

参加保育
参加保育 年 10回

各家庭1名1回は参加
参加保育 年 10回

各家庭1名1回は参加

参加保育 年 10回
各家庭1名1回は参加

137/153

参加保育 年 10回
各家庭1名1回は参加

126/153
ファーストブック事業
（6ヶ月～１歳対象の

村誕生会の記念品として
絵本を贈呈）

ファーストブック事業
（6ヶ月～１歳対象の

村誕生会の記念品として
絵本を贈呈）

ファーストブック事業
（6ヶ月～１歳対象の

村誕生会の記念品として
絵本を贈呈）

ファーストブック事業
（6ヶ月～１歳対象の

村誕生会の記念品として
絵本を贈呈）

セカンドブック事業
（3歳児へ絵本の贈呈）

セカンドブック事業
（3歳児へ絵本の贈呈）

セカンドブック事業
（3歳児へ絵本の贈呈）

セカンドブック事業
（3歳児へ絵本の贈呈）

家庭教育支援事業の
充実

講師派遣 講師派遣 講師派遣 講師派遣

子育てに関する
学習機会の充実

親子のふれあいの推進
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（２）子育てへの関心の喚起と理解の推進 

 地域との交流・連携を通じて、住民への子育て意識の啓発に取り組みました。特に、小・中学校

での「あいさつ運動」や、保育園における高齢者や実践大学の学生たちとの交流を実施し、世代を

超えたふれあいの機会を創出しました。 

 

 

（３）住民と協働による子育て支援の取り組み 

 地域での子育て支援活動を進める中で、住民と協働した体制の強化に取り組みました。ファミリ

ー・サポート・センター事業では、「ねこの手サービス」での子育て支援活動が終了したため、代

替となる支援体制の検討が求められています。また、里親推進事業については、ホームページなど

を活用して周知を図っています。 

 

 

（４）男性の子育てへの参加の促進 

 「少子化社会対策大綱」（令和 2 年 5 月閣議決定）に基づき、男女ともに仕事と子育てを両立で

きる環境づくりに取り組んでいます。具体的には、「ママとパパのリフレッシュ教室」や「あひる

クラブ」において、父親の積極的な参加を呼びかけ、子育てへの関わりを促進しています。 

 
 

（５）働き方の見直しと子育てしやすい職場環境づくり 

 役場庁内では、育児休暇の取得に関する広報や周知を行い、職員への理解促進に取り組んできま

した。一方で、外部の企業等に対する育児休暇取得促進の取り組みは十分に進めることができず、

今後の課題となっています。 

 

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

住民への子育て意識
の啓発

PTAや地区子ども会
育成会等の活動を通じて

実施

PTAや地区子ども会
育成会等の活動を通じて

実施

PTAや地区子ども会
育成会等の活動を通じて

実施

PTAや地区子ども会
育成会等の活動を通じて

実施
住民と子どもの日常的

なふれあいの促進
小・中学校における
あいさつ運動の推進

小・中学校における
あいさつ運動の推進

小・中学校における
あいさつ運動の推進

小・中学校における
あいさつ運動の推進

ふれあい保育 感染防止のため中止 感染防止のため中止

更生保護女性部の方との
ふれあい保育は

感染防止のため中止。
高齢者・農業実践
大学校の生徒との

ふれあいは、
外での活動のみ実施

更生保護女性部の方
各クラス 1名計12名

高齢者・農業実践
大学校の生徒との交流、

実施

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

ファミリー・サポート・
センター事業

ねこの手サービスの活用
登録 3人

利用者 1人
5回、11時間

ねこの手サービスの活用
登録 3人

利用者 1人

ねこの手サービスの活用
登録 0人

利用回数 0件

令和４年度から、
ねこの手サービスでの

子育て支援終了

子育てボランティアの
育成・支援

社会福祉協議会への
委託事業として実施

社会福祉協議会への
委託事業として実施

社会福祉協議会への
委託事業として実施

支援対象者 ２名
支援回数 50回

里親推進 HP等で広報 HP等で広報 HP等で広報
HP等で広報
委託実績 1件

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

母親学級

男女共同参画意識の
普及

男女共同参画計画の策定 男女共同参画推進 男女共同参画推進 男女共同参画推進

男性が参加しやすい
イベントの開催

乳児の健診や
予防接種等には

参加が見えるものの
行事への参加は少ない

のが現状

乳児の健診や
予防接種等には

参加が見えるものの
行事への参加は少ない

のが現状

乳児の健診や
予防接種等には

参加が見えるものの
行事への参加は少ない

のが現状

参加保育やママとパパの
リフレッシュ教室など開

催

基本目標1の（1）参照

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

仕事と家庭の両立の
ための広報・啓発・

情報提供

男性の育児休暇の取得は
非常に少ない現状にある

男性の育児休暇に
ついて、周知や推進は

しているが
限られた人員・人材の

中では短期間（数日）の
取得が現実的

男性の育児休暇に
ついて、周知や推進は

しているが
限られた人員・人材の

中では短期間（数日）の
取得が現実的

住民への広報・周知が
不十分

役場庁内ではR2年度から
１名の職員が取得。
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【基本目標 5：子育て家庭が安心して暮らせる村をめざします】 

目標に沿って、子育て家庭が安心して暮らせる環境づくりを進めています。令和 6 年度から「原

っ子ひろば」を廃止し、保育が必要な児童には学童クラブの利用を促進することで、放課後の過ご

し方が明確化されました。これにより、小学生の下校後は原則として帰宅するというルールを推進

して、子どもの安心・安全な居場所づくりに努めています。今後も子どもたちや保護者の意見を聞

きながら、放課後の居場所の在り方を検討していく必要があります。 

ひとり親家庭への支援では、生活全般にわたる相談や助成金の提供が行われており、ひとり親家

庭が安心して子育てできる環境整備に努めました。 

障がいのある子どもに対しては、保健、医療、福祉、教育の各機関が連携し、早期療育や在宅福

祉サービスの充実が進められています。これらの支援をさらに充実させることで、障がいのある子

どもとその家族が安心して暮らせる村づくりを進めていくことが重要です。 

今後も、子育て家庭全体を支えるための支援体制の強化に努めていきます。 

 

（１）保護者と子どもの居場所づくりの推進 

 放課後の居場所、図書館、社会体育事業など、親子で気の合う仲間と交流できる場を整備し、子

どもが安心して過ごせる居場所づくりを進めています。また、放課後の子どもの居場所について

は、今後の在り方について検討を続ける必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

子ども・子育て支援
センター事業

子育てサロン

放課後の子どもの
居場所

公営1ヶ所
登録者数 227人

公営1ヶ所
登録者数 197人

公営1ヶ所
登録者数 224人

R5年度以降の在り方
について検討

放課後子ども教室
年 3回実施

今後の在り方について
検討

図書館事業

予算範囲内で
計画的に購入

お楽しみ会 4回
おはなし会等 6回

園児への読み聞かせ
 12回

予算範囲内で
計画的に購入

お楽しみ会 3回
おはなし会等 5回

園児への読み聞かせ
 9回

予算範囲内で
計画的に購入

お楽しみ会 7回
おはなし会等 11回
園児への読み聞かせ

 13回

予算範囲内で
計画的に購入

お楽しみ会 7回
おはなし会等 7回

園児への読み聞かせ
 11回

社会体育事業 少年スポーツ教室 73回 少年スポーツ教室 73回

少年スポーツ教室 25回
ファミリー

スポーツデー
（毎月第二土曜日）

少年スポーツ教室 25回
ファミリー

スポーツデー
（毎月第二土曜日）

公民館地区館・
分館の活用

地区館・分館事業
年 18回

地区館・分館事業
年 1回

地区館・分館事業
年 6回

地区館・分館事業
年 6回

集いの場「おいで
なして原宿」の活用

子供服交換会を開催
併せて食糧支援

子供服交換会を開催
併せて食糧支援

子供服交換会を開催
併せて食糧支援

子供服交換会を開催
併せて食糧支援

基本目標3の（1）参照

基本目標3の（1）参照
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（２）子どもの安全の確保とやさしい環境づくり 

 防災・防犯や交通安全に対する意識啓発をはじめ、安全・安心確保のため、地域住民の自主活動

等を支援し、地域全体で子どもを見守るむらづくりの整備や啓発を実施しました。また、児童生徒

たちが心身ともに健全な生活を送れるよう、学校や地域で防犯活動を実施しました。 

 

 

（３）ひとり親家庭への支援 

 ひとり親家庭等への相談対応や経済的な支援に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

安全な道路環境の整備
子ども達も参加して

子ども達の目線による
歩道の安全確認を行う

子ども達も参加して
子ども達の目線による
歩道の安全確認を行う

子ども達も参加して
子ども達の目線による
歩道の安全確認を行う

子ども達も参加して
子ども達の目線による
歩道の安全確認を行う

交通安全教室 毎年実施 毎年実施 毎年実施 毎年実施

交通安全に関する啓発
交通安全週間に街頭

啓発や広報活動を実施
交通安全週間に街頭

啓発や広報活動を実施
交通安全週間に街頭

啓発や広報活動を実施
交通安全週間に街頭

啓発や広報活動を実施

防犯設備の整備
各区からの要望に

より整備
各区からの要望に

より整備
各区からの要望に

より整備
各区からの要望に

より整備

地域の連携による
防犯活動

防犯組合や青少年
健全育成推進協議会、
PTAなどが連携して
パトロールや啓発

活動を実施

防犯組合や青少年
健全育成推進協議会、
PTAなどが連携して
パトロールや啓発

活動を実施

防犯組合や青少年
健全育成推進協議会、
PTAなどが連携して
パトロールや啓発

活動を実施

防犯組合や青少年
健全育成推進協議会、
PTAなどが連携して
パトロールや啓発

活動を実施
保育所・幼稚園・学校
・地域・家庭の連携に
よる危険箇所の把握

保護者会やPTAが
危険箇所の把握と

周知を実施

保護者会やPTAが
危険箇所の把握と

周知を実施

保護者会やPTAが
危険箇所の把握と

周知を実施

保護者会やPTAが
危険箇所の把握と

周知を実施

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

ひとり親相談事業
ひとり親家庭からの相談

169件　15家庭
ひとり親家庭からの相談

187件　25家庭
ひとり親家庭からの相談

229件　14家庭
ひとり親家庭からの相談

104件　11家庭
ひとり親家庭等児童

激励金
支給額　年額 1万円

53世帯 85人
支給額　年額 1万円

53世帯 86人
支給額　年額 1万円

56世帯 88人
支給額　年額 1万円

64世帯  94人
ひとり親家庭等医療費

特別給付金
所得制限なし

4,554千円　（県・村）
所得制限なし

5,158千円　（県・村）
所得制限なし

4,296千円　（県・村）
所得制限なし

4,296千円　（県・村）
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（４）障がいのある子どもへの支援 

 障害のある子どもなど、特別な支援が必要な子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心し

て暮らすことができるよう、特別支援教育の充実や環境整備を行いました。 

 

 

（５）子育て家庭への経済的支援 

 所得制限を設けない「世帯主医療費特別給付金」の支援を行いました。 

 

 

 

 

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

連携・情報共有による
支援

成育段階で必要な
部署が対応

成育段階で必要な
部署が対応

成育段階で必要な
部署が対応

成育段階で必要な
部署が対応

地域活動支援センター
定員 10人

登録利用者 6人
（18歳未満利用なし）

定員 10人
登録利用者 6人

（18歳未満利用なし）

定員 6人
登録利用者 8人

（18歳未満利用なし）

定員 6人
登録利用者 8人

（18歳未満利用なし）

副学籍による交流
3名

（小学校 2名、
中学校 1名）

3名
（小学校 2名、
中学校 1名）

1名
（小学校 1名、
中学校 0名）

1名
（小学校 0名、
中学校 1名）

1名利用 1名利用 1名利用 1名利用

17施設
延べ11人利用

9施設
延べ 23人利用

4施設
延べ 14人利用

4施設
延べ 17人利用

児童の利用なし 児童の利用なし 児童の利用なし 児童の利用なし

居宅介護
（ホームヘルプ）

児童の利用なし 児童の利用なし 児童の利用なし 児童の利用なし

日常生活用具
給付等事業

児童の利用なし 1名利用 児童の利用なし 1名利用

重度心身障がい者
福祉年金

1名支給 児童の支給なし 児童の支給なし 児童 1名支給

障がい者医療費特別
給付金

所得制限なし
（精神通院のみ
所得制限あり）
21,273千円
（県・村）

所得制限なし
（精神通院のみ
所得制限あり）
18,954千円
（県・村）

所得制限なし
（精神通院のみ
所得制限あり）
19,722千円
（県・村）

所得制限なし
（精神通院のみ
所得制限あり）
19,965千円
（県・村）

児童発達支援 3人 9人 10人 8人

保育所等訪問支援 1人 3人 6人 5人

障害児相談支援 7人利用 16人利用 16人利用 13人利用

放課後デイサービス 4人利用 6人利用 6人利用 5人利用

障がい者余暇活動事業 コロナ禍で中止 コロナ禍で中止 未実施
実施

参加者 28人

親子レクリエーション コロナ禍で中止 コロナ禍で中止 未実施 未実施

原村循環線及び通学
通勤支援便運賃割引

標準運賃から
100円～200円割引

標準運賃から
100円～200円割引

標準運賃から
100円～200円割引

標準運賃から
100円～700円割引

（R6.2月から原村循環線
はオンデマンド交通
「のらざあ」へ移行

障害児等通所通園
事業補助

4人 9人 10人 8人

母子通園訓練
実施に向けた庁内

検討を実施
実施に向けた庁内

検討を実施
実施に向けた庁内

検討を実施
実施に向けた庁内

検討を実施

休日や放課後の
生活の充実

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

子ども医療費特別給付金

ひとり親家庭等
児童激励金

ひとり親家庭等医療費
特別給付金

重度心身障がい者
福祉年金

障がい者医療特別
給付金

世帯主医療費
特別給付金

所得制限なし
1,913千円

所得制限なし
2,228千円

所得制限なし
2,357千円

所得制限なし
2,377千円

奨学金事業 0人 1人 3人 5人

基本目標5の（3）参照

基本目標5の（4）参照

基本目標5の（4）参照

基本目標1の（3）参照

基本目標5の（3）参照
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（６）いじめ防止の取り組みの推進 

 いじめ問題対策連絡協議会を開催し、発見連絡いただいた事案に対して関係者で対応しました。 

 

 

 

2 ニーズ量の確保実績 

 

 第二期では、教育・保育施設の利用状況及びニーズ調査等により把握した利用希望を踏まえ、的

確に教育・保育事業の提供が行えるよう、児童数の推移、教育・保育施設の配置状況及び地域の実情

等を考慮し、認定区分ごとに「量の見込み（必要利用定員総数）」を定めました。 

そこで、教育・保育施設・サービスの需要量及び確保の方策 国の基本指針等を踏まえ、計画期間

における「幼児期の教育・保育施設の量の見込み（必要利用 定員総数）」を定めました。また、設定

した「量の見込み」に対応するよう、教育・保育施設及び地域型保育事業による確保 の内容及び実

施時期を設定しました。 計画期間における量の見込み、確保の方策及び実施時期は次のとおりとし

ます。 

前計画期間中のニーズ量（実績値）と確保状況は以下のとおりです。  

 

 

 

 

事業名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

原村いじめ問題対策
連絡協議会

コロナ禍で開催中止 コロナ禍で開催中止

学校、保護者により発見
連絡いただいた事案に
対して学校関係者、

保護者、村教育委員会
で対応

学校、保護者により発見
連絡いただいた事案に
対して学校関係者、

保護者、村教育委員会
で対応

令和２年度
（実績）

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（実績）

ニーズ量 25 28 21 14

確保量 25 28 21 14

差 0 0 0 0

ニーズ量 168 164 161 157

確保量 168 164 161 157

差 0 0 0 0

ニーズ量 7 9 9 9

確保量 7 9 9 9

差 0 0 0 0

ニーズ量 42 35 44 47

確保量 42 35 44 47

差 0 0 0 0

ニーズ量 49 44 53 109

確保量 49 44 53 109

差 0 0 0 0

小計 人

単
位

数値区分

教
育
・
保
育

教育ニーズ
（１号認定＋２号認定）

人

２号認定保育ニーズ 人

３
号
認
定

ニーズ量と確保状況（各年度）

０歳 人

１歳 人
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令和２年度
（実績）

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（実績）

学童クラブ　低学年 ニーズ量 49 41 48 56

学童クラブ　高学年 ニーズ量 12 19 10 10

計画値 確保量 61 60 58 66

計 差 0 0 0 0

ニーズ量 86 79 79 77

確保量 86 79 79 77

差 0 0 0 0

ニーズ量 171 244 125 151

確保量 513 400 125 151

差 0 0 0 0

ニーズ量 698 622 591 1131

確保量 698 622 591 1131

差 0 0 0 0

ニーズ量 13 6 6 7

確保量 13 6 6 7

差 0 0 0 0

ニーズ量 5 1 0 0

確保量 5 1 0 0

差 0 0 0 0

ニーズ量 0 0 0 0

確保量 0 0 0 0

差 0 0 0 0

ニーズ量 14 19 14 20

確保量 14 19 14 20

差 0 0 0 0

ニーズ量 1 1 1 1

確保量 1 1 1 1

差 0 0 0 0

ニーズ量 1 1 1 2

確保量 1 1 1 1

差 0 0 0 1

ニーズ量 50 43 36 38

確保量 50 43 36 38

差 0 0 0 0

ニーズ量 1 0 1 1

確保量 1 0 1 1

差 0 0 0 0

ニーズ量 39 41 50 33

確保量 39 41 50 33

差 0 0 0 0

一時預かり事業（在園児対象を除く）、
子育て援助活動支援事業

（病児・緊急対応強化事業を除く）、
子育て短期支援事業（トワイライトステイ）

人

単
位

数値区分

放課後児童健全
育成事業

人

妊婦健康診査 人

地域子育て支援拠点事業 人/日

利用者支援事業 か所

養護学校学童クラブ事業
（養護学校児童生徒）

人

ニーズ量と確保状況（各年度）

乳児家庭全戸訪問事業 人

養育支援訪問事業
（村単独事業）

人

病児・病後児保育事業
（病後児対応型・体調不良児対応型）

人

ファミリー・サポート・センター事業
（ねこの手サービスの内子育て支援分）

人

子育て短期支援事業
（ショートステイ事業）

人

時間外保育事業 人

一時預かり事業
（在園児対象型）

１号・２号認定による
利用（令和２年度ニーズ

は２号のみ）
人
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第 3 章 子ども・子育てを取り巻く環境 
 

 

 

1 人口の推移 

 

（1）3 区分年齢別人口推移 

 ①原村の 3 区分年齢別人口推移 

原村における総人口は近年増加傾向にありますが、0～14 歳の年少人口は減少しています。 

単位：人 

 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

0～14 歳 1011 979 954 937 915 

15～64 歳 4301 4346 4298 4285 4309 

65 歳以上 2690 2713 2763 2818 2872 

合計 8002 8038 8015 8040 8096 

資料：地区別年齢別人口集計表（各年 3 月 31 日現在） ※すべて外国人を含む 

 

 ②長野県、全国の 0～14 歳人口推移 

  0～14 歳の人口割合は、長野県、全国共に急速に減少しています。 

 

資料：国勢調査  

 

 

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

実数(人） 446,549 392,889 355,267 334,306 316,368 295,742 270,658 245,285

割合 20.9 18.2 16.2 15.1 14.4 13.8 12.9 12.0

実数(人） 26,033,218 22,486,239 20,013,730 18,472,499 17,521,234 16,803,444 15,950,642 15,031,602

割合 21.5 18.2 16.0 14.6 13.8 13.2 12.6 11.9

長野県

全国
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（2）原村の児童人口の推移 

18 歳以下の原村の児童人口は、令和 6 年 1,235 人となっており、令和 2 年と比べると 42

人減少しています。 

単位：人 

 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

０歳 44 48 45 40 42 

１歳 55 41 50 46 37 

２歳 64 58 39 54 47 

3 歳 60 67 60 43 53 

4 歳 69 62 67 59 43 

5 歳 59 72 62 68 61 

6 歳 61 62 74 61 72 

7 歳 62 65 63 76 63 

8 歳 74 66 66 63 80 

9 歳 69 76 68 65 67 

10 歳 65 70 78 68 66 

11 歳 81 66 70 77 70 

12 歳 66 80 65 68 78 

13 歳 81 67 82 66 69 

14 歳 101 79 65 83 67 

15 歳 68 102 80 64 83 

16 歳 64 71 101 78 64 

17 歳 69 63 73 101 79 

18 歳 65 67 54 65 94 

合計 1277 1282 1262 1245 1235 

資料：地区別年齢別人口集計表（各年 3 月 31 日現在） ※すべて外国人を含む 
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（3）原村の出生数と長野県・全国の合計特殊出生率の推移 

原村の出生数は、令和元年から令和３年までは増加傾向となっていましたが、令和 4 年は減少

に転じており 41 人となっています。 

長野県の合計特殊出生率は、令和４年は 1.43 となっており、全国の 1.26 を上回っています。

平成 15 年までさかのぼってみても、長野県は全国より高い水準です。 

 
資料：人口動態統計、原村の統計（令和 4 年度版）、統計ステーションながの 

 

（4）原村の人口動態の推移 

 ①自然動態 

  人口動態をみると、自然動態（出生数・死亡数）では死亡数が出生数を上回っています。 

単位：人 

 

資料：住民財務課 

 

 ②社会動態 

  社会動態は、令和 2 年から令和 5 年までみると、転出数より転入数が上回っています。 

単位：人 

 

資料：住民財務課 

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

出生数 44 46 41 40

死亡数 101 108 114 100

自然動態増減 △ 57 △ 62 △ 73 △ 60

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

転入 355 311 375 362

転出 292 243 278 265

社会動態増減 63 68 97 97
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2 世帯の推移 

 

（1）世帯数の推移 

 ①原村の世帯数 

  世帯数の推移をみると、増加傾向となっており、令和 5 年には 3,500 世帯を上回り、令和 2

年以降の 3 年間でみても 176 世帯の増加となっています。しかし、平均世帯人員は減少してい

ることから、核家族化の進行も考えられます。 

 

資料：住民財務課（各年 9 月 30 日現在） 

 

 ②原村地区別の世帯数 

  地区別でみると、ほとんどの地区が増加傾向にあります。特に、払沢、中新田、上里、原山の増

加が目立ちます。 

単位：戸 

 

資料：住民財務課（各年 9 月 30 日現在） 

 

 

 

 

 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

世帯数(戸) 3,384 3,401 3,481 3,560

平均世帯人員(人) 2.4 2.4 2.3 2.3
原村

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

大久保 83 82 82 79

柳沢 177 183 183 185

八ツ手 191 190 193 195

払沢 556 558 569 575

柏木 289 287 297 297

菖蒲沢 114 117 122 127

室内 186 187 188 192

中新田 598 583 607 631

南原 130 129 130 133

判之木 61 62 59 57

上里 141 148 155 164

農場 53 42 20 21

やつがね 152 150 153 149

ペンション 101 103 118 116

原山 552 580 605 639
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 ③長野県、全国の一般世帯数の推移 

  長野県と全国の世帯数の推移は、平成 2 年と比べると 1.2 倍以上となっております。世帯平均

人員をみると、核家族化が進んでいることがわかります。 

 

資料：政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）  

 

（2）ひとり親世帯数の推移 

 ①原村のひとり親世帯数の推移（ひとり親激励金支給対象世帯数） 

原村ひとり親激励金支給対象世帯数は、令和 2 年から令和 5 年にかけて増加傾向にあります。

特に、母子世帯は令和 2 年 45 戸に対し、令和 5 年で 54 戸となっています。 

 

資料：原村資料(主要な施策の効果説明書) ※激励金支給の状況 

 

 ②長野県、全国のひとり親世帯数の推移 

  長野県、全国の母子世帯は増加傾向にあります。一方父子世帯は、全国的には減少しています

が、長野県はほとんど変化ありません。 

単位：戸 

 

資料：国勢調査 時系列データ世帯 

 

 

 

 

 

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

一般世帯数(戸) 655,332 710,518 755,840 777,931 792,831 805,279 829,979

一般世帯平均人員(人) 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4

一般世帯数(戸) 40,670,475 43,899,923 46,782,383 49,062,530 51,842,307 53,331,797 55,704,949

一般世帯平均人員(人) 3.0 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2
全国

長野県

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

世帯数(戸) 45 45 45 54

児童数(人) 69 70 67 75

世帯数(戸) 6 6 7 8

児童数(人) 11 11 14 14

世帯数(戸) 2 2 4 2

児童数(人) 5 5 6 5

世帯数(戸) 53 53 56 64

児童数(人) 85 86 88 94

母子世帯

父子世帯

準ひとり親
世帯

合計

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

母子世帯 7,225 6,841 7,973 10,003 10,831 10,997 9,652

父子世帯 1,178 1,012 980 1,116 1,213 1,320 1,199

母子世帯 551,977 529,631 625,904 749,048 755,972 754,724 646,809

父子世帯 101,705 88,081 87,373 92,285 88,689 84,003 74,481

長野県

全国
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3 ライフステージにおける現状と課題 

 

（1）生活について 

 ①産業別就業人口の推移 

  原村の第１次産業は減少し、第３次産業が増加する傾向が続いています。これは、長野県や全

国でも同じ傾向が見られます。 

 

資料：国勢調査 

 

②原村の女性の年齢階級別就業率 

  原村の女性の就業率は、令和 2 年 55.7％となっており、平成 22 年と比べると若干の低下が

みられました。女性の年齢階級別就業率は、子どもを産む世代にあたる 25～39 歳付近で低下す

る傾向（いわゆる M 字カーブ）にありますが、近年徐々に低下の程度が小さくなっており、女性

の社会進出が伺えます。 

 
資料：国勢調査（令和 2 年） 

就業者(人) 構成比(％) 就業者(人) 構成比(％) 就業者(人) 構成比(％) 就業者(人) 構成比(％)

原村 1,458 32.6 1,190 27.7 1,007 24.3 913 21.8

長野県 131,498 11.5 103,387 9.8 100,112 9.2 92,133 8.5

全国 2,980,831 4.9 2,381,415 4.2 2,338,384 3.7 2,127,521 3.2

原村 1,203 26.9 1,151 26.8 1,120 27.0 1,156 27.6

長野県 348,306 30.5 310,884 29.5 316,724 29.1 312,275 28.7

全国 15,957,225 26.4 14,123,282 25.2 15,688,428 24.6 15,317,297 23.4

原村 1,801 40.3 1,931 45.0 2,007 48.4 2,025 48.3

長野県 660,849 57.9 639,888 60.7 671,496 61.7 682,510 62.8

全国 41,424,613 68.6 39,646,316 70.6 45,783,570 71.7 48,023,618 73.4

第三次産業

平成27年 令和2年

第一次産業

第二次産業

平成17年 平成22年

女性(人) 就業者(人) 就業率 女性(人) 就業者(人) 就業率 女性(人) 就業者(人) 就業率

15～19歳 175 21 12.0% 143 9 6.3% 171 20 11.7%

20～24歳 107 72 67.3% 113 78 69.0% 84 57 67.9%

25歳～29歳 169 119 70.4% 111 83 74.8% 110 96 87.3%

30歳～34歳 194 114 58.8% 159 109 68.6% 139 99 71.2%

35歳～39歳 251 169 67.3% 205 154 75.1% 214 166 77.6%

40歳～44歳 229 178 77.7% 242 196 81.0% 233 188 80.7%

45歳～49歳 231 190 82.3% 228 182 79.8% 253 212 83.8%

50歳～54歳 260 221 85.0% 244 194 79.5% 240 191 79.6%

55歳～59歳 270 211 78.1% 274 218 79.6% 254 211 83.1%

60歳～64歳 322 197 61.2% 298 198 66.4% 289 206 71.3%

65歳以上 1146 438 38.2% 1338 431 32.2% 1454 471 32.4%

合計 3354 1930 57.5% 3355 1852 55.2% 3441 1917 55.7%

平成22年 平成27年 令和2年
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 ③全国の若年無業者の推移 

  全国の若年無業者の割合は、平成 26 年より緩やかな増加傾向にあります。 

 

資料：労働力調査（基本集計） 2023 年（令和 5 年）平均結果の概要 

 

 ④全国のひきこもり状態の方の割合 

  令和 4 年度の 25 歳～29 歳のひきこもり状態の方の割合は 2.6％で、若年層のひきこもりが

目立ちます。 

単位：％ 

 

資料：こども・若者の意識と生活に関する調査（令和４年度） 

※広義のひきこもり：外出状況が、下記の 1～4 かつ、その状況が 6 ヶ月以上続いていると回答したもの。 

1 趣味の用事のときだけ外出する 

2 近所のコンビニなどには出かける 

3 自室からは出るが、家からは出ない 

4 自室からほとんど出ない   

（その状況になった理由で病気、妊娠、介護・看護等、又は就労状況で専業主婦・主夫等を回答したものを除く等） 

 

 

 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

無業者(人) 240,000 220,000 220,000 220,000 210,000 210,000 240,000 370,000 270,000 260,000 260,000

割合(％) 2.0 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 2.0 3.1 2.3 2.2 2.2

無業者(人) 360,000 340,000 340,000 340,000 330,000 320,000 320,000 320,000 310,000 310,000 330,000

割合(％) 2.5 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6

15～24歳

25～34歳

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳

2.4 2.2 2.6 1.6 1.7

21.5 18.1 23.6 16.0 20.8
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 ⑤自殺者数の推移 

  長野県の自殺者は、平成 27 年よりどの年代も増加傾向にあります。全国では、30～39 歳の

自殺者が減少傾向にあります。  

単位：人 

 

資料：地域における自殺の基礎資料 

 

 ⑥全国の貧困率の推移 

  全国の相対的貧困率は、平成 12 年よりあまり変わりませんが、子どもの貧困率は減少傾向に

あります。 

 

資料：令和４年国民生活基礎調査 

※貧困率は、ＯＥＣＤの作成基準に基づいて算出している。 

※子どもとは 17 歳以下の者をいう。 

※平成６年の数値は兵庫県を除いたもの、平成 27 年の数値は熊本県を除いたものである。 

※平成 30 年からは、新基準の数値である。「新基準」は、ＯＥＣＤの所得定義の新たな基準で、従来の可処分所得から更に「自動

車税・軽自動車税・自動車重量税」、「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

長野県 17 4 10 4 14 8 12 12 11 16

全国 536 551 518 374 596 656 777 748 794 810

長野県 46 8 33 9 39 39 33 40 42 41

全国 2,668 2,332 2,218 1,649 2,139 2,092 2,497 2,580 2,465 2,505

長野県 64 16 37 6 40 35 49 34 41 43

全国 3,377 3,051 2,797 2,019 2,580 2,498 2,588 2,530 2,527 2,566

20歳未満

20～29歳

30～39歳

平成12年 平成15年 平成18年 平成21年 平成24年 平成27年 平成30年 令和3年

相対的貧困率(％) 15.3 14.9 15.7 16 16.1 15.7 15.7 15.4

子どもの貧困率(％) 14.4 13.7 14.2 15.7 16.3 13.9 14 11.5

中央値【名目値】(万円) 274 260 254 250 244 244 248 254

貧困線【名目値】(万円) 137 130 127 125 122 122 124 127

中央値【実質値(昭和60年基準)】(万円) 240 233 228 224 221 211 210 215

貧困線【実質値(昭和60年基準)】(万円) 120 116 114 112 111 106 105 108
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 ⑦ヤングケアラー 

令和 3 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業として、 「ヤングケアラーの実態に関する調査

研究」（株式会社 日本総合研究所）が行われました。 

 

資料：こども家庭庁 

調査によると、小学 6 年生の 6.5%が家族の世話をしていると回答し、その多くが兄弟姉妹や

母親の世話をしていることが明らかになりました。また、父母の世話をしながらも父母が世話を

必要とする理由について「わからない」との回答が３割程度あること、平日１日あたり７時間以

上世話を行っていても、その３割超が「特に大変さは感じていない」と回答していること等か

ら、小学生の年齢だと、家族の置かれた状況を十分に理解できていなかったり、家族の世話をす

ることが当たり前になり、その大変さを十分に自覚できていなかったりする可能性があることを

示唆しています。 

  大学 3 年生でも、6.2%が現在家族の世話をしており、2.9%がヤングケアラーに該当するとの

結果が出ました。健康状態の悪化や学業への影響、精神的な負担、就職への不安など、様々な問題

を抱えています。また、今回の調査は、大学に進学できた人だけに限られたものであり、大学進学

を諦めた人や中退した人の実態は把握できていません。また、アンケートに答えられる状況にな

い、より深刻な状態にあるケアラーもいる可能性があります。 

  一般国民調査について、ヤングケアラーの認知度は、「聞いたことがあり、内容も知っている」

が 29.8％、「聞いたことはあるが、よく知らない」が 22.3％、「聞いたことはない」が 48.0％

でした。年代、性別、子どもの有無によって認知度の傾向が異なり、50 代以上の女性の認知度が

最も高く、年代が若くなるほど認知度は下がりました。男性の方が全般的に認知度が低く、子ど

もの有無では、子どものいる人の方が認知度が高い回答でした。ヤングケアラーと思われる子ど

もがいた場合の対応は、「わからない」という回答が最も多く（39.9％）。次いで「本人に様子を

聞く」23.3％、「関係機関に相談する」22.1％となっています。「何もしない」という回答は 16.2％

でした。ヤングケアラーがいた場合の対応は、認知度が高いほど具体的な行動に結びつきやすく、

認知度が低いほど「何もしない」「わからない」という割合が多くなっています。 
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（2）結婚について 

 ①原村の結婚・離婚数の推移 

  原村の婚姻届出件数は、令和 2 年と比べると減少していますが、離婚届出件数は変わりません

でした。 

単位：件 

 

資料：住民基本台帳 

 

 ②長野県、全国の婚姻率・離婚率の推移 

  長野県と全国の婚姻率・離婚率の推移をみると、婚姻率は減少傾向、離婚率は増加傾向となっ

ています。  

単位：％ 

 
資料：人口動態調査 

 

 ③平均初婚年齢 

  平均初婚年齢は、長野県、全国ともに緩やかに上昇しています。男性は平成 22 年より 30 歳

を超えており晩婚化が進行しています。 

単位：歳 

 
資料：人口動態調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

婚姻届出件数 35 14 19 22

離婚届出件数 6 8 7 6

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

長野県 5.3 5.7 6.1 5.4 4.9 4.6 3.8

全国 5.9 6.4 6.4 5.7 5.5 5.1 4.3

長野県 0.94 1.19 1.71 1.83 1.71 1.63 1.45

全国 1.28 1.6 2.1 2.08 1.99 1.81 1.57

婚姻率

離婚率

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

女性 26.3 26.6 27.2 28.2 29 29.5 29.2

男性 28.9 28.9 29.2 30.2 30.9 31.3 31

女性 25.9 26.3 27 28 28.8 29.4 29.4

男性 28.4 28.5 28.8 29.8 30.5 31.1 31
全国

長野県
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 ④５０歳時未婚率 

  未婚率は、長野県、全国ともに上がっており、平成 12 年と令和 2 年を比べると、女性は 3 倍

以上、男性は 2 倍以上上がっています。 

単位：％ 

 

資料：人口統計資料集 

 

（3）妊娠・出産・産後について 

①育休取得率（父親・母親） 

    「母親」の育休取得率は、70％を超えており、「父親」は平成 15 年では 0.4％でしたが、令和

5 年では 27.1％と大幅な増加がみられました。 

単位：％ 

 

資料：雇用均等基本調査 

 

 ②乳幼児健康診査問診回答状況（こども家庭庁） 

  乳幼児健康診査問診回答について、長野県と全国の割合を比較すると、長野県では、喫煙率や

飲酒率の割合が低く、出産・妊娠への満足、地域での子育て、男性の育児についての割合が高くな

っており、全国の数値より良い結果となっています。 

 

 

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

女性    4.6    8.2   11.2   11.5   14.3

男性   11.8   19.3   22.9   23.3   26.6

女性    5.8    7.3   10.6   14.9   17.8

男性   12.6   16.0   20.1   24.8   28.3
全国

長野県

平成15年 平成20年 平成25年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

母親 73.1 97.4 95.6 91.8 90.6 85.5 84.0 82.3 72.9

父親 0.4 2.6 4.4 8.2 9.4 14.5 16.0 17.7 27.1

妊娠・出産について満足している者の割合 

長野県：89.2％   全国：84.6％ 

妊娠中の妊婦の喫煙率 

   長野県：1.1％   全国：2.1％ 

育児期間中の両親の喫煙率 

【母親】長野県：3.8％   全国：5.3％     【父親】長野県：30.3％   全国：30.8％ 

妊娠中の妊婦の飲酒率 

長野県：0.5％   全国：0.9％ 

この地域で子育てをしたいと思う親の割合 

長野県：96.1％   全国：95.0％ 

積極的に育児をしている父親の割合 

長野県：69.1％   全国：68.1％ 

ゆったりとした気分で 

子どもと過ごせる時間がある母親の割合 

長野県：74.2％   全国：75.9％ 
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（4）子育てについて 

①全国のいじめの認知学校数・認知件数 

  小学校における「いじめ」の認知件数は、588,930 件あり、１校当り 30.7 件となっていま

す。中学校では、1 校当り 12 件。高校では、1 校当り 3.2 件と年齢があがるほど認知件数は減

少しています。 

 

資料：児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 

※いじめの定義：個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は，表面的・形式的に行うことなく，いじめられた児童生徒の立

場に立って行うものとする。 

※ 「いじめ」とは，「児童生徒に対して，当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の

児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象

となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」とする。 

※なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

 

 ②原村の民生・児童委員 

  原村の民生・児童委員への相談件数は、令和元年と比べると令和 5 年は約半数となっています。

また、子どもに関する相談も約 3 分の 1 となっています。 

 

 

 ③全国の不登校 

  不登校について、小学生では平成 15 年の割合が 0.3％だったのに対し令和 5 年では 2.1％と

約 7 倍増えています。中学生では平成 15 年の割合が 2.7％だったのに対し令和 5 年では 6.7％

と 2 倍以上増えています。 

 

資料：児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 

※不登校とは，何らかの心理的，情緒的，身体的，あるいは社会的要因・背景により，児童生徒が登校しないあるいはしたくとも

できない状況にある者 （ただし，病気や経済的理由に よるものを除く。）をいう。 

※なお，長期欠席者は，令和元年度調査まで，及び令和５年度調査は年度間に連続又は断続して３０日以上欠席した児童生徒，令

和２～４年度調査は，「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄及び「出席停止・忌引き等の日数」欄の合計の日数により，年度間

に３０日以上登校しなかった児童生徒について調査。 

 

 

 

 

 

認知した学校数(校) 認知した学校比率(％) 認知件数(件) １校当たりの認知件数(件)

小学校 17,476 91.1 588,930 30.7

中学校 8,821 86.4 122,703 12

高等学校 3,411 61.1 17,611 3.2

特別支援学校 505 42.9 3,324 2.8

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

登録委員数(人) 25 25 25 25 25

全体相談件数(件) 408 285 303 285 230

うち子どもに関すること(件) 153 31 116 128 47

平成15年 平成20年 平成25年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

児童数(人) 24,077 22,652 24,175 44,841 53,350 63,350 81,498 105,112 130,370

割合(％) 0.3 0.3 0.4 0.7 0.8 1 1.3 1.7 2.1

児童数(人) 102,149 104,153 95,442 119,687 127,922 132,777 163,442 193,936 216,112

割合(％) 2.7 2.9 2.7 3.7 3.9 4.1 5.0 6.0 6.7

小学校

中学校
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第 4 章 子ども・若者や保護者の意識・意向 
 

 

 

1 第三回原村子ども・子育て支援に関するニーズ調査の結果 

 

 本計画を策定するにあたり、家庭の状況や子育ての実態、保護者の意識、社会情勢の変化に伴う

ニーズを把握するとともに、教育・保育・子育て支援の「量の見込み」を算定する目的として実施し

ました。このうち一部の調査結果を抜粋し、また前期の結果と比較し掲載します。 

 

調査方法、回収結果等 

 

  調査対象・・・・就学前児童の全保護者（就学前児童用を配布） 271 人 

          小学生の全保護者（就学児童用を配布） 413 人 

  調査方法・・・・０歳～２歳児（保育園等施設に通ってない児童）  郵送 

          就学前児童（保育園等施設に通っている児童）  各施設で配布 

          小学生児童  小学校で配布 

          ＊いずれもインターネット調査（インターネットでの回答が難しい家庭は 

紙での回答を受付） 

  調査期間・・・・令和６年４月 26 日～令和 6 年 5 月 7 日 

  回収結果・・・・就学前児童  配布数 271 有効回収数 136 有効回収率 50.2％ 

          就学児童   配布数 413 有効回収数 204 有効回収率 49.4％ 

 

（1）就学前児童 

問 2-2 ご家族は、以前他の市町村にお住まいでしたか？ 

◆回答者の家族は、就学前の子どもが生まれる前から「原村に住んでいた」が 65.3％、「他

の市町村に住んでいた」が 34.7％となっています。このことから、3 分の 1 の家族が、

子どもが生まれてから原村へ越してきたことがわかります。 
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問 2-4 なぜ原村へ来られましたか？（〇はいくつでも）                          

 ◆原村に引っ越してきた理由は、「原村に実家があるから」が 42.9％と最も多く、次に「原

村の自然が魅力的だから」が 25.7％、「原村の子育て支援が魅力的だから」が 14.3％とな

っています。このことから、原村に引っ越してきた家族の約半数が「原村に実家があるこ

と」や「自然環境の魅力」を理由に挙げていることがわかります。 

 

 

 

問 6 お子さんからみて、お子さんの子育てや教育を主に行っている方を以下の選択肢より選

んでください。 

   ◆子どもの子育てや教育を主にしている人は、「父母ともに」が 69.9％で最も多く、次いで

「主に母親」が 27.9％となっています。前回の質問では、「主に母親」が 62.5％、「父母

ともに」が 35.5％でした。特に 「0 歳児」では、今回は「父母ともに」が 82.4％と最も

多くお子さんの子育てに関わっていることがわかります。 
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＊保護者の就労状況・就労意思 

問 11-1 現在の就労状況についてお答えください。（母親、父親いずれも〇は 1 つ） 

◆母親の現在の就労状況については、「フルタイムで就労しており、産休、育休、介護休業中

ではない」が 32.3％で最も多く、次いで「パート・アルバイトなどで就労しており、産休、

育休、介護休業中ではない」が 30.2％となっています。前回の同じ質問では、「パート・

アルバイト」が 33.2％、「無業」が 32.2％、「フルタイム」が 18.1％でした。 

子どもの年齢別でみると、今回特に「0 歳児」は「フルタイムで就労しているが、産休、育

休、介護休業中である」が 76.5％で最も多く、次いで「以前は就労していたが、現在は就

労していない」が 11.8％となっており「母親」の「フルタイム」での就業が増えているこ

とがわかります。 
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＊平日の定期的な教育・保育事業 

問 14-1 お子さんは現在、平日（月曜日から金曜日）に、幼稚園や保育所などの子どもを 

預かる施設やサービスを「定期的に」利用されていますか。（〇は 1 つ） 

 ◆平日の幼稚園や保育所などの施設を定期的な利用については「利用している」が 73.5％、

「利用していない」が 26.5％となっています。前回の同じ質問では、「利用している」が

65.5％、「利用していない」が 32.9％でした。 

    子どもの年齢別でみると、今回は、 「利用している」は年齢が上がるほど高くなり、3 歳以

上で 100.0％となっています。 
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＊子どもが小学生になった時の放課後の過ごし方 

問 21-1 お子さんが小学生になったとき、放課後（平日の小学校終了後）をどのような場所  

で過ごさせたいと思っていますか。（〇はいくつでも） 

◆５歳以上の子どもが小学生になったとき、放課後過ごさせたい場所については、「低学年」

の間では「自宅」「原村学童クラブ」が 38.1％で最も多く、次いで「子ども・子育て支援

センター（はらっぱ）」が 28.6％となっています。 

    「高学年」の間では、「自宅」が 47.6％で最も多く、次いで「子ども・子育て支援センタ

ー（はらっぱ）」が 23.8％、「習い事」が 19.0％となっています。 

前回の同じ質問では、 「低学年」では、「原っ子広場」72.3％ 「学童クラブ」59.4％、「自

宅」51.5％「習い事」39.6％。 「高学年」では、「自宅」が 67.3％、「原っ子広場」が 63.4％

「習い事」が 51.5％「学童クラブ」が 38.6％でした。 
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＊保護者の仕事と子育ての両立について 

問 22-1 お子さんが生まれたときに、母親、父親は育児休業を取りましたか。 （母親、父親そ

れぞれ〇は 1 つ） 

◆母親の育児休業状況は、「育児休業を取った、あるいは今取っている」が 53.4％と最も多

く、次いで「働いていなかった」が 32.3％となっています。 

    年齢別でみると、「育児休業を取った、あるいは今取っている」は「0 歳児」が 82.4％と

最も多い回答でした。 

 

 

◆父親の育児休業状況は、「育児休業を取らず働いた」が 85.7％と最も多い回答でした。 
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問 22-5 育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。 （母親、父親そ

れぞれ〇は 1 つ） 

◆母親の短時間勤務制度の利用については、「利用した」が 76.6％と最も多く、次いで「利

用する必要がなかった」が 19.1％でした。 

    年齢別でみると、「利用する必要がなかった」は、 「3 歳児」が 25.7％と最も多い回答でし

た。 

 
 

◆父親の短時間勤務制度の理由については、対象者全員が「利用する必要がなかった」と回

答しています。 
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問 23 平日、お子さんが起きている間に子どもと一緒に過ごす時間は 1 日当たりどれくらい

ですか。 

   ◆母親が平日子どもと過ごす時間は、「10 時間以上」が 19.5％と最も多く、次いで「7 時間

～8 時間未満」が 10.5％、「6 時間～7 時間未満」が 9.8％となっています。 

    年齢別でみると、「10 時間以上」は「1 歳児」が 69.6％と最も高い回答でした。 

 

 

   ◆父親が平日子どもと過ごす時間は、「3 時間～4 時間未満」が 20.3％と最も多く、次いで

「4 時間～5 時間未満」が 18.0％、「5 時間～6 時間未満」が 12.8％となっています。 

    年齢別でみると、「3 時間～4 時間未満」は「0 歳児」が 29.4％と最も多い回答でした。 
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問 24 1 日当たりの家事をどれくらいしますか。1 週間の平均時間を記入してください。 

   ◆１日当たりの家事の時間は、母親は「５時間～６時間未満」が 18.4％で最も多く、次いで

「２時間～３時間未満」「３時間～４時間未満」「４時間～５時間未満」が 17.2％となって

います。年齢別でみると、「５時間～６時間未満」は「0 歳児」が 43.8％と最も高く約７

割の「母親」が５時間以上の家事をしています。 

 

 

◆父親は「1 時間～２時間未満」が 47.2％で最も多く、次いで「１時間未満」が 29.2％と

なっています。 

    年齢別でみると、「３時間～４時間未満」は「２歳児」が 22.2％と最も高く約７割の「父

親」の家事の時間は２時間未満でした。 
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＊家庭の様子・暮らしについて 

問 34 現在の暮らしの状況をどのように感じていますか。（〇は 1 つ） 

   ◆暮らしの状況をどのように感じているかについては、「ふつう」が 66.3％と最も多く、次

いで「苦しい」が 20.4％となっています。 

 

 

問 35 世帯全体のおおよその年間収入（税込）はいくらですか。（〇は 1 つ） 

   ◆世帯全体のおおよその年間収入は、「400～600 万円」が 36.7％と最も多く、次いで「200

～400 万円」が 16.3％、「400～600 万円」が 15.3％となっています。 
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問 36-1 過去 1 年の間に、お金が足りなくて家族が必要とする食料が買えないことがありま

したか。（〇は 1 つ） 

   ◆過去１年の間に、食料が買えないことがあってかについては、「まったくなかった」が

85.7％と最も多く、次いで「まれにあった」「わからない」が 3.1％となっています。 

 

 

問 36-2 過去 1 年の間に、お金が足りなくて家族が必要とする衣服が買えないことがありま

したか。（〇は 1 つ） 

   ◆過去１年の間に、家族が必要とする衣服が買えないことがあったかについては、「まったく

なかった」が 82.7％で最も多く、次いで「ときどきあった」「わからない」が 4.1％とな

っています。 
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＊村役場への要望 

問 38 村役場などに対してあなたの子育て経験などから、どのような子育て支援サービスを

充実してほしいですか。（〇はいくつでも） 

◆支援サービスの希望を尋ねると、「親子が安心して集まれる自然を生かした公園などの屋外

の施設を整備する」が 68.4％最も多く、次いで「小児救急など安心して子どもが医療機関

を利用できる体制を整備する」が 57.1％となっています。 

    年齢別でみると、「子連れでも安心して出かけられるよう、おむつ替えや授乳のためのスペ

ースづくりや、車道と歩道の段差解消（適正な段差へ修正）などの「子育てのバリアフリー

化」に取り組む」は、0 歳が 64.7％と最も多く、「育児休業給付、児童手当のさらなる拡

充など、子育て世代への経済的援助の拡充」は 1 歳が 66.7％と最も多く、「小児救急など

安心して子どもが医療機関を利用できる体制を整備する」が 2 歳が 64.0％と最も多い回

答でした。 

◆その他は、「オーガニック給食」の希望や「安心して出産できるよう、村内あるいは富士見、

茅野に自然分娩も帝王切開も可能な、お産のできる産院を作ってほしい」などでした。 



 

46 
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（2）就学児童 

＊子どもと家族の状況 

問 2-2 ご家族は、以前他の市町村にお住まいでしたか？ 

◆回答者の家族は、就学児の子どもが生まれる前から「原村に住んでいた」が 52.1％、「他

の市町村に住んでいた」が 47.9％となっています。このことから、約半数の家族が他の市

町村から原村へ越してきたことがわかります。 

 
 

問 6 お子さんからみて、お子さんの子育てや教育を主に行っている方を以下の選択肢より選

んでください。 

◆子どもの子育てや教育を主にしている人は、「父母ともに」が 63.7％で最も多く、次いで

「主に母親」が 32.8％となっています。前回と同じ質問では、「父母ともに」が 58％、

「主に母親」が 38％となっており、「父母ともに」と回答した割合は増えました。 

 

 

＊保護者の就労状況・就労意思 

問 12-1 現在の就労状況についてお答えください。（母親、父親いずれも〇は 1 つ） 

◆母親の現在の就労状況については、「フルタイムで就労しており、産休、育休、介護休業中

ではない」が 45.6％で最も多く、次いで「パート・アルバイトなどで就労しており、産休、

育休、介護休業中ではない」が 40.4％となっています。前回と同じ質問では、「パート・

アルバイト」が 44％、「フルタイム」が 39.9％、「無業」が 12.3％でした。 

 このことから、今回は、約 85％の「母親」が就労している事がわかります。 
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＊放課後の居場所 

問 14-1 お子さんについて、現在「放課後の居場所を提供する事業」を利用されていますか。

（〇は 1 つ） 

◆「放課後の居場所を提供する事業」の利用の有無は、「利用している」が 62.3％、「利用し

ていない」が 37.7％となっています。前回と同じ質問では、「利用していない」が

68.7％、「利用している」が 31％でした。このことから、今回は、施設の利用をしてい

る児童が２倍に増えたことがわかります。 

 

 

問 15  お子さんの小学 4 年生以降の放課後の過ごし方に、どのようなことを望みますか。 （〇

はいくつでも） 

◆低学年の放課後の過ごし方についての利用希望は、「子ども・子育て支援センター「はらっ

ぱ」」が 44.8％と最も多く、次いで「現時点ではわからない」が 32.8％、「習い事など」

が 23.3％となっています。また、「利用を希望するものは特にない」が 9.5％と回答があ

り、約 1 割が自宅へ帰ることがわかります。 
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＊仕事と子育て 

問 19-1 平日、お子さんが起きている間に子どもと一緒に過ごす時間は 1 日当たりどれくら

いですか。 

◆「母親」が、平日子どもと過ごす時間は、「5 時間～6 時間未満」が 30.8％と最も多く、

次いで「4 時間～５時間未満」が 18.9％、「６時間～７時間未満」が 18.4％となっていま

す。また、8 割以上の「母親」は、4 時間以上子どもと過ごしていることがわかりました。 

 
 

◆平日、 「父親」が子どもと過ごす時間は、「4 時間～5 時間未満」19.8％が最も多く、次い

で「２時間～３時間未満」19.2％、「１時間～２時間未満」16.9％となっています。また、

4 割の「父親」が 4 時間以上子どもと過ごしていることがわかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

問 19-2 1 日当たりの家事をどれくらいしますか。1 週間の平均時間を記入してください。 

◆１日当たりの家事の時間は、「母親」は「３時間～４時間未満」が 24.6％と最も多く、次

いで「4 時間～５時間未満」17.5％、「2 時間～３時間未満」14.3％となっています。 

 

 

◆父親は「１時間未満」49.6％が最も多く、次いで「1 時間～２時間未満」34.5％となって

います。このことから、約 8 割の「父親」は１日当たり 2 時間未満の家事をしていること

がわかりました。 

 

 

＊地域の子育て支援事業 

問 25 地域の子育て支援事業の現在の認知度や利用状況及び今後の利用のお考えなどについ

て、事業ごとお答えください。 

◆「子ども・子育て支援センター（はらっぱ）」の認知状況については、「知っている」は 42.1％

となっています。 

   ◆利用状況については、「利用したことがある」は 38.6％となっています。 

   ◆利用希望については、「利用したい（または利用中）」は 21.4％となっています。 

   ◆整備を求めるについては、「施設や事業（内容）の整備を求める」は 7.9％となっています。 
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◆「原村学童クラブ」の認知状況については、「知っている」は 53.6％となっています。 

   ◆利用状況については、「利用したことがある」は 28.6％となっています。 

   ◆利用希望については、「利用したい（または利用中）」は 14.3％となっています。 

   ◆整備を求めるについては、「施設や事業（内容）の整備を求める」は 2.1％となっています。 

 

 

＊家庭の様子・暮らしについてお伺いします。 

問 29 現在の暮らしの状況をどのように感じていますか。（〇は 1 つ） 

◆暮らしの状況をどのように感じているかについては、「ふつう」が 60.0％と最も多く、次

いで「苦しい」が 23.6％となっています。また、「大変苦しい」と回答した方が 5.7％で

した。 

 

 

問 30 世帯全体のおおよその年間収入（税込）はいくらですか。（〇は 1 つ） 

◆世帯全体のおおよその年間収入は、「400～600 万円」が 31.4％と最も多く、次いで「600

～800 万円」が 17.9％となっています。 
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問 31-1 過去 1 年の間に、お金が足りなくて家族が必要とする食料が買えないことがありま

したか。（〇は 1 つ） 

◆過去１年の間に、食料が買えないことがあってかについては、「まったくなかった」が

80.7％と最も多く、次いで「まれにあった」が 9.3％となっています。 

 

 

問 31-2 過去 1 年の間に、お金が足りなくて家族が必要とする衣服が買えないことがありま

したか。（〇は 1 つ） 

◆過去１年の間に、家族が必要とする衣服が買えないことがあったかについては、「まったく

なかった」 が 79.3％で最も多く、次いで「まれにあった」が 10.7％となっています。 
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問 33 村役場などに対してあなたの子育て経験などから、どのような子育て支援サービスを

充実してほしいですか。（〇はいくつでも） 

◆支援サービスの希望について尋ねると、「親子が安心して集まれる自然を生かした公園など

の屋外の施設を整備する」が 55.7％と最も多く、次いで「児童手当等のさらなる拡充など、

子育て世代への経済的援助の拡充」51.4％、「小児救急など安心して子どもが医療機関を

利用できる体制を整備する」38.6％となっています。 
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≪ニーズ調査から見える総合的な考察≫ 

 ニーズ調査より、原村の子育て環境は、共働き世帯の増加や移住者の増加など大きく変化してい

ます。しかし、主に以下の 4 つの課題も浮かび上がっています。 

 

①子育て世帯の就労環境と保育について 

【現状分析】 

・未就学児の母親の就労率が大幅に上昇（前回 63.5％→今回 83.3％）。 

・就学児の母親の就労率も上昇（前回 85.3％→今回 89％）。 

・保育園や幼稚園の利用率は、2 歳児で 72％、3 歳児以上では 100％に達している。 

・「父母ともに」子育てを担う割合が増加（前回 62.5％→今回 69.9％）。 

【考察と課題】 

原村では、共働き世帯が増加しており、特に未就学児を持つ親の就労率が大幅に上昇していま

す。この傾向は、保育施設の利用率の上昇と密接に関連しており、原村の保育環境が就労を支え

る役割を果たしていることが分かります。一方で、母親が主に子育てを担う家庭も一定割合（約

28％）存在しており、母親への育児負担が集中しています。 

このことから育児の負担軽減や育児環境のさらなる支援が求められます。 

 【主な対応事業】 

＊基本目標 1 （1）「幅広く」「質の高い」教育・保育の推進 

 

②移住者の特徴と定着理由について 

【現状分析】 

・未就学児家庭では 34.7％、就学児家庭では 47.9％が他市区町村からの移住者。 

・移住理由として、「実家がある」が最多（未就学児 42.9％、就学児 46.3％）。 

・就学児家庭では「自然が魅力的だから」が 44.8％就学児では 25.7％と高い割合を占める。 

【考察と課題】 

原村は、地元出身者やその家族が戻りやすい環境であることが特徴です。また、豊かな自然環

境が特に就学児を持つ家庭にとって移住の大きな動機となっています。一方で、「子育て支援が魅

力的だから」を移住理由に挙げた割合が未就学児で 14.3％に留まっており、原村の子育て支援施

策の魅力をさらに高める必要があります。 

このことから移住者が地域に溶け込み、長期的に定住できる仕組みを強化し、地元出身者や自

然を求めて移住してくる世帯のニーズに応えるだけでなく、子育て支援施策を強化して移住を促

進することが重要です。 

【主な対応事業】 

＊基本目標 1 （2）子どもの成長と、発達の支援 

＊基本目標 1 （3）生きる力を育み、郷土を愛する心の育成 

＊基本目標 2 （1）安心・安全な妊娠・出産への支援の充実 

＊基本目標 2 （2）親子で健やかに成長するための子育て支援 

＊基本目標 3 （3）こども・若者が暮らしやすい村づくり 
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③経済的困難を抱える家庭の状況について 

【現状分析】 

・経済的に「食料」「衣服」が買えないことがあった家庭の割合は、未就学児家庭では「食料」

7.1％「衣服」9.2％、就学児家庭では「食料」12.8％「衣服」15％ 

・就学児家庭のほうが、未就学児家庭よりも経済的困難を経験している割合が高い。 

【考察と課題】 

経済的困難を抱える家庭が一定数存在しており、特に就学児家庭では教育費や食費、衣服費の

負担が大きいと考えられます。この状況は、物価上昇や家庭収入の不安定さが原因となっている

可能性があります。また経済的困難は、子どもの生活や健康、学習環境に悪影響を及ぼすだけで

なく、親の精神的ストレスや家庭の孤立感を引き起こすリスクがあります。 

  このことから、経済的な理由で生活必需品や教育資源が十分に行き渡らない家庭への直接支援

が必要です。 

【主な対応事業】 

＊基本目標 3 （2）社会的支援が必要な家庭に対するきめ細かな支援の充実 

 

④放課後の居場所の利用について 

【現状分析】 

・就学児の放課後に「何らかの居場所事業」を利用している割合は、大幅に増加。 

（前回 31％→今回 62.3％） 

・残りの約 38％の子どもは、何らかの理由で居場所事業を利用していない。 

【考察と課題】 

放課後の居場所利用率が大幅に増加したことは、地域や学校の支援が進んでいることを示して

います。一方で、利用していない子どもたちの中には、家庭の事情やサービスの不足が原因とな

っているケースも考えられます。 

このことから、放課後の居場所事業のさらなる充実が求められ、特に低所得世帯やひとり親家

庭が利用しやすい仕組みづくりや特別な支援が必要な子ども向けの専門プログラムを導入するこ

とが求められます。 

【主な対応事業】 

＊基本目標 3 （1）居場所づくりの推進 
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（3）量の見込み算出結果 

【推計就学前児童数】 

・使用データ ：住民票記載対象人口集計表による年齢人口別（平成 31 年～令和 6 年、各年 4 月

1 日現在）を使用し、人口推計を行いました。     

・推計方法 ：人口の手法としては、「コーホート変化率法」と「コーホート要因法」の 2 種類の方

法が考えられます。比較的広い範囲で人口推計を行う際に有効な手法ですが、今回

の推計は、推計期間も比較的短いことから、前回調査と同様、より条件にあった正確

な推計が可能と考えられる「コーホート変化率法」を採用しました。  

※コーホート・・・同じ年（または同じ期間）に生まれた人々の集団      

 ・コーホート変化率法：各コーホートについて、過去における実績人口の動勢から人口を推測す

る方法。比較的近い将来の人口で、変化率の算出基礎となる過去に特殊

な人口変動がなく、また、推計対象となる近い将来にも特殊な人口変動

が予想されない場合に有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

区分 （2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度）

0歳 44 44 44 44 44

1歳 39 41 41 41 41

2歳 38 40 42 42 42

3歳 49 39 41 43 43

4歳 53 49 39 41 43

5歳 45 55 51 41 43

6歳 64 47 57 53 43

7歳 73 65 47 58 54

8歳 66 76 68 49 61

9歳 82 68 78 70 50

10歳 68 83 69 79 71

11歳 68 70 85 71 81
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【量の見込みと確保方策】 

算出プロセスは、国から示された「市町村子ども・子育て支援事業計画における『量の見込み』

の算出等のための手引き」による方法を基本としていますが、地方版子ども・子育て会議等を踏

まえて、より効果的、効率的な方法により算出することを妨げるものではない、とされています。

そのため、現在の原村の実情等を考慮し設定区分ごとに量の見込みを定めました。 

 

令和 令和 令和 令和 令和

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

ニーズ量 10 10 9 9 9

確保量 10 10 9 9 9

差 0 0 0 0 0

ニーズ量 0 0 0 0 0

確保量 0 0 0 0 0

差 0 0 0 0 0

ニーズ量 105 102 92 88 91

確保量 201 201 201 201 201

差 96 99 109 113 110

ニーズ量 18 18 18 18 18

確保量 15 15 15 15 15

差 -3 -3 -3 -3 -3

ニーズ量 23 25 25 25 25

確保量 21 21 21 21 21

差 -2 4 4 4 4

ニーズ量 23 24 26 26 26

確保量 29 29 29 29 29

差 6 5 3 3 3

ニーズ量 64 67 69 69 69

確保量 65 65 65 65 65

差 1 -2 -4 -4 -4

低学年（5歳児対象） ニーズ量 17 21 19 16 16

高学年（5歳児対象） ニーズ量 6 8 7 6 6

1年生 ニーズ量 21 16 19 18 14

2年生 ニーズ量 24 22 16 19 18

3年生 ニーズ量 44 51 45 33 41

4年生 ニーズ量 31 26 29 26 19

5年生 ニーズ量 34 42 35 40 36

6年生 ニーズ量 14 14 17 14 16

確保量 90 90 90 90 90

差 -78 -79 -71 -60 -53

単
位

数値区分

ニーズ量と確保状況（各年度）

教
育
・
保
育

教育ニーズ
1号認定

人

教育ニーズ
2号認定

人

保育ニーズ
2号認定

人

3
号
認
定

0歳 人

1歳 人

2歳 人

小計 人

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

（

学
童
ク
ラ
ブ
）

人
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 ※「放課後児童健全育成事業（学童クラブ）」について、5 歳児対象のニーズ量は希望の見込みのため、1～6 年生のニーズ量

と確保量の差を示しています。 

 

 

 

 

 

 

令和 令和 令和 令和 令和

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

ニーズ量 34 34 32 32 32

確保量 50 50 50 50 50

差 16 16 18 18 18

ニーズ量 13 12 11 11 11

確保量 13 12 11 11 11

差 0 0 0 0 0

ニーズ量 0 0 0 0 0

確保量 0 0 0 0 0

差 0 0 0 0 0

ニーズ量 769 796 808 808 808

確保量 769 796 808 808 808

差 0 0 0 0 0

ニーズ量 292 292 281 274 278

確保量 292 292 281 274 278

差 0 0 0 0 0

ニーズ量 34 34 32 32 32

確保量 0 34 32 32 32

差 -34 0 0 0 0

ニーズ量 0 0 0 0 0

確保量 6 6 6 6 6

差 6 6 6 6 6

ニーズ量 57 58 61 61 61

確保量 57 58 61 61 61

差 0 0 0 0 0

量の見込み 1 1 1 1 1

確保量 1 1 1 1 1

量の見込み 3 3 3 3 3

確保量 0 3 3 3 3

量の見込み 0 0 0 0 0

確保量

量の見込み 10 10 10 10 9

確保量 10 10 10 10 9

未定（確保方法を検討中）

親子関係形成支援事業

利用者支援事業
（基本型・地域子育て相談機関・

子ども家庭センター・特定型）

ヶ所

新
規
事
業

子育て支援訪問支援事業

ヶ所児童育成支援拠点事業

ファミリー・サポート・
センター事業

人

子育て短期支援事業
（ショートステイ事業）

人

地域子育て支援拠点事業
（はらっぱ）

人

数値区分

ニーズ量と確保状況（各年度）

時間外保育事業
（利用登録者数）

人

一時預かり事業
（幼稚園型）

1号認定
による
利用

人

2号認定
による
利用

人地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

単
位

一時預かり事業
（在園時対象型を除く）

人

病児・病後児保育事業 人/年
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 ・教育ニーズ 1 号認定 

  子どもが満 3 歳以上で保育の必要がない世帯（教育ニーズ 1 号認定） 

  【量の見込みの算出方法】人口推計（3～5 歳）×利用意向率（ニーズ調査） 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

【現状と確保方策】１号認定（教育標準時間認定）の入園児童数は大きな変化はありませんで

した。引き続き幼児教育の充実に向け、関係機関と連携しながら子どもが主体的に学べる環境

づくりを進めます。 

 

 

 ・教育ニーズ 2 号認定 

  保育に必要性があるが、教育ニーズが高い世帯（教育ニーズ 2 号認定） 

  【量の見込みの算出方法】人口推計（3～5 歳）×利用意向率（ニーズ調査） 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

  【現状と確保方策】現時点で幼稚園教育を希望する明確なニーズは確認されていませんが、引

き続き動向を注視します。 

 

 

 ・保育ニーズ 2 号認定 

  子どもが満 3 歳以上で保育の必要性があり、保育ニーズがある世帯 

  【量の見込みの算出方法】人口推計（3～5 歳）×利用意向率（ニーズ調査） 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

   【現状と確保方策】出生数の減少に伴い、３～５歳児の入園児童数も減少傾向にあります。引き

続き保護者のニーズを把握し、保育環境の維持に努めます。 

 

 

 

 

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 10 10 9 9 9

確保量 10 10 9 9 9

差 0 0 0 0 0

人

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 0 0 0 0 0

確保量 0 0 0 0 0

差 0 0 0 0 0

人

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 105 102 92 88 91

確保量 201 201 201 201 201

差 96 99 109 113 110

人
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 ・3 号認定（0 歳児） 

  子どもが 0 歳で、保育の必要性があり、保育ニーズがある世帯 

  【量の見込みの算出方法】人口推計（0 歳）×利用意向率（ニーズ調査） 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

   【現状と確保方策】母親の就業率の増加に伴い、０歳児のニーズ量は増加傾向にあります。確保

量が下回っているため対策が必要とされます。 

 

 

 ・3 号認定（1 歳児） 

  子どもが 1 歳で、保育の必要性があり、保育ニーズがある世帯 

  【量の見込みの算出方法】人口推計（1 歳）×利用意向率（ニーズ調査） 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

  【現状と確保方策】1 歳児についても確保量がニーズ量を下回っているため、対策が必要とさ

れます。 

 

 

 ・3 号認定（2 歳児） 

  子どもが 2 歳で、保育の必要性があり、保育ニーズがある世帯 

  【量の見込みの算出方法】人口推計（2 歳）×利用意向率（ニーズ調査） 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

  【現状と確保方策】2 歳児は確保量がニーズ量を上回っているため、必要最低限とする見込み

です。 

 

 

 

 

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 18 18 18 18 18

確保量 15 15 15 15 15

差 -3 -3 -3 -3 -3

人

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 23 25 25 25 25

確保量 21 21 21 21 21

差 -2 -4 -4 -4 -4

人

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 23 24 26 26 26

確保量 29 29 29 29 29

差 6 5 3 3 3

人
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 ・放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 

  保護者の就労等により保育が必要な児童（放課後等） 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

【現状と確保方策】優先度の高い低学年の受入れ体制を確保します。また、高学年の利用希望に

対しては、場所の確保や安心して過ごせる運営体制が必要であることから、地域子育て支援事業

との連携を図り放課後の居場所づくりを進めます。今後、利用見込の減少が見込まれますが、確

保量は依然として下回っている為、検討する必要があります。 

 

 

 ・時間外保育事業（利用登録者数） 

  通常の保育時間終了後や早朝に、子どもを引き続き預かる保育事業 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

  【現状と確保方策】多様化する保護者の就労形態に対応し、引き続き利用者ニーズを的確に把

握し事業を継続します。 

 

 

 ・一時預かり事業（幼稚園型）1 号認定 

  主に幼稚園に在籍している 3 歳以上の幼児で、家庭において一時的に保育が困難な園児に対し

教育時間の前後や、長期休業日等に一時的に預かる事業 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

【現状と確保方策】幼稚園の利用実績を踏まえ、預かり時間の延長や長期休業期間中の対応を

継続します。 

 

 

 

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

低学年 90 88 80 70 73

高学年 78 81 81 80 70

小計 168 169 161 150 143

90 90 90 90 90

-78 -79 -71 -60 -53

ニーズ量

人

確保量

差

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 34 34 32 32 32

確保量 50 50 50 50 50

差 16 16 18 18 18

人

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 13 12 11 11 11

確保量 13 12 11 11 11

差 0 0 0 0 0

人
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 ・一時預かり事業（幼稚園型）2 号認定 

  特に幼稚園の利用希望が強い 3 歳以上の幼児で、家庭において一時的に保育が困難な園児に対

し教育時間の前後や、長期休業日等に一時的に預かる事業 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

  【現状と確保方策】幼稚園の利用実績を踏まえ、長期休業期間中の対応を継続します。 

 

 

 ・一時預かり事業（非在園児対象） 

  主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない又は在籍していない乳幼児（0 歳～2

歳）が対象で、家庭にて一時的に保育することが困難な場合に預かる事業 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

    【現状と確保方策】既存施設を活用し、既存施設を活用し、保護者の状況や要望を踏まえなが

ら、サービスを提供します。 

 

 

 ・病児・病後児保育事業 

  児童が保育中に体調不良となった際に、安全な体制を整え、保育所等での対応や保健的な支援

を行う事業 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

   【現状と確保方策】原村保育園の職員室内で実施しています。今後も柔軟な対応を継続します。 

 

 

 

 

 

 

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 0 0 0 0 0

確保量 0 0 0 0 0

差 0 0 0 0 0

人

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 769 796 808 808 808

確保量 769 796 808 808 808

差 0 0 0 0 0

人

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 292 292 281 274 278

確保量 292 292 281 274 278

差 0 0 0 0 0

人



 

63 

 

 

 ・ファミリー・サポート・センター事業 

  子育てのお手伝いをしたい会員と、子育てのお手伝いを受けたい会員による、組織的な相互援

助活動（有償ボランティア活動）です。利用希望があった場合に、センターが連絡調整して、援

助活動につなぐ事業 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

   【現状と確保方策】現在は未設置です。援助会員の確保を進め、令和 8 年の開設を目指します。 

 

 

 ・子育て短期支援事業（ショートステイ） 

  保護者が出産や病気等の理由により、家庭でこどもを一時的に養育することが困難になった場

合、児童養護施設等でこどもを預かり必要な保護を行う事業 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

  【現状と確保方策】既存施設を活用し、柔軟に対応します。 

 

 

 ・地域子育て支援拠点事業（子ども・子育て支援センター） 

  乳幼児及び子育て中の保護者が交流や育児相談、情報提供等を実施する事業 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

  【現状と確保方策】令和 5 年に開設した子ども・子育て支援センターを拠点施設として、支援

が必要な家庭への周知と利用促進を進めます。 

 

 

 

 

 

 

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 34 34 32 32 32

確保量 0 34 32 32 32

差 -34 0 0 0 0

人

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 0 0 0 0 0

確保量 6 6 6 6 6

差 6 6 6 6 6

人

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 57 58 61 61 61

確保量 57 58 61 61 61

差 0 0 0 0 0

人
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 ・利用者支援事業 

  子育てに関する何でも相談に対応し、支援が必要な人に情報提供を行います。また必要に応じ

て他の専門機関へ橋渡しを行う事業 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

   【現状と確保方策】子ども・子育て支援センターを拠点施設として相談・助言を行っています。

引き続き必要な支援を提供します。 

 

 

 ・子育て世帯訪問支援事業 

  家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー 等がいる家

庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て

等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リ スク等の高まりを未然に防ぐ

ことを目的とする事業 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

  【現状と確保方策】現在は未実施です。今後、ニーズを把握した上で実施を検討します。 

 

 

 ・児童育成支援拠点事業 

  児童の居場所づくり、家庭課題のサポート 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

  【現状と確保方策】現在、設置予定はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 1 1 1 1 1

確保量 1 1 1 1 1

差 0 0 0 0 0

人

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 3 3 3 3 3

確保量 0 3 3 3 3
人

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 0 0 0 0 0

確保量
人

未定（確保方法を検討中）



 

65 

 

 

 ・親子関係形成支援事業 

  児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、 講義やグル

ープワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談

及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同 士が相互に悩みや不安を相

談・共有し、情報交換できる場を設ける等、必要な支援を 行うことにより、親子間における適

切な関係性の構築を図ることを目的とする事業 

  【量の見込みと確保の内容】 

 

  【現状と確保方策】支援が必要な家庭への周知と利用促進を進めます。 

 

 

2 子ども・若者の声 

 

（1）小学生向けワークショップ 

テーマ「村内で安心して楽しく過ごせる場所について話し合う」 

・実施体制 ファシリテーター: 子育て支援係職員 3 名 

・日時 令和 6 年 7 月 31 日(水) 11 時 30 分～12 時 10 分 

 

《当日の事前アンケート 集計》  参加：15 名（小 4～6） 

 

1.放課後の過ごし方 

o 放課後や休日はどのように過ごしていますか？（複数選択可） 

・自宅で過ごす  10 

・友達の家で過ごす  1 

・習い事や塾に行く  7 

・公園で遊ぶ  2 

・学校のクラブ活動に参加する  0 

・その他（具体的に） 学童 はらっぱ  7 

 

2.休日の過ごし方 

o 休日はどのように過ごしていますか？（複数選択可） 

・自宅で過ごす(ひとりで)  2 

・自宅で過ごす(兄弟と)  6 

・友達と遊ぶ  8 

・家族と過ごす  10 

・公園や自然で遊ぶ  5 

・趣味や習い事に参加する  11 

・その他（具体的に）  0 

 

 

 

単位 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

ニーズ量 10 10 10 10 9

確保量 10 10 10 10 9
人



 

66 

 

 

3.好きなアクティビティ 

o 放課後や週末にどのようなことをしたいですか？（複数選択可） 

・スポーツ  12 

・読書  2 

・ゲーム  11 

・音楽・ダンス  1 

・その他（具体的に）  旅行 お出かけ 工作 寝る 

 

《グループディスカッション》 

 

１グループ ５名 

【①安全で楽しいと思う場所】黄色ふせん 

・原村 ３名 

・近所 ３名 

・クーラーのある場所 ３名 

・近所 ３名 

・学校 ３名 

・家(自分の部屋)  ５名 

・ゲームセンター  ３名 

・校庭 １名 

・体育館 １名 

・はらっぱ ３名 

・公園 ３名 

・学童 １名 

・安心できる大人がいて遊べる場所１名 

 

【②村内の施設の良い点、改善点、欲しい居場所など】ピンクふせん 

・はらっぱで開催してほしい： 

スプラ大会３名,スマブラ大会３名,鬼ごっこ大会３名、水飲み場が欲しい、 

音楽室を作ってほしい、ルービックキューブを欲しい 
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２グループ ５名 

【①安全で楽しいと思う場所】黄色ふせん 

・学校 ２名 

・自宅 ２名 

・店  １名 

・公園 １名 

・遊べる物がある場所 １名 

  

【②村内の施設の良い点、改善点、欲しい居場所など】ピンクふせん 

・はらっぱ： 

広くしてほしい、運動ができない、おもちゃを増やしてほしい、せまくて走り回れない 

・学童： 

もっと自由にしてほしい 

・公園・屋外施設： 

広くしてほしい、滑り台を大きく/長くしてほしい、遊具を新しくしてほしい、野球の道具をきれ

いな物にしてほしい、トイレが臭い/汚い、草が伸びたら切ってほしい、新しい遊び場ができても

飽きてしまう（一方、ゲームは次から次へステージが変わるから楽しい） 

・社会体育館近くのトイレ： 

きれい好きな子がトイレが汚くて困っていた 

・もみの湯： 

お風呂を広くしてほしい 
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3 グループ ５名 

【①安全で楽しいと思う場所】黄色ふせん 

自宅 5 名   学校 ２名    親戚やおばあちゃんの家 １名 

何ができる、何がしたい…遊べる、寝れる（のんびりできる）、ゲームできる 

環境…涼しい、自然がある 

人、誰といたい…家族、友だち 

 

【②村内の施設の良い点、改善点、欲しい居場所など】ピンクふせん 

・はらっぱ： 

おもちゃを増やしてほしい、充電できたらいい（有料でもいい）、 

誰でも使える PC を置いてほしい 

・公園： 

トイレがきれいになるといい、草が伸びたら切ってほしい、蚊や蜂を駆除してほしい 

・こんなところがあればいい、増えればいい： 

釣り堀、虫が観察できる場所、はらっぱみたいな集まれる場所（自宅の近くに）、 

自転車の練習ができる場所、コンビニ、お店 

 

 

 

 

 

 


